
案
の
と
お
り
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
今
回
審
議
さ
れ
た
案
件
は
、

別
表
の
と
お
り
９
件
で
、
審
議
結
果

に
つ
い
て
は
、
４
　
の
一
覧
表
の
と

お
り
で
す
。
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米子市本庁舎及び淀江支所開庁式のようす（平成17年3月31日）

臨時会のあらまし……………………………………１

会派構成………………………………………………３
議案審議結果一覧表…………………………………４
旧淀江町議会のコーナー………………………４～１０

旧米子市議会のコーナー………………………１１～２４

（３月定例会のあらまし、意見書、町政一般に対する質問、
議案等審議結果一覧表）

（３月定例会のあらまし、意見書、議会最終提言、市政一
般に対する質問、議案等審議結果一覧表）

議長・副議長就任あいさつ…………………………２委員会構成

主　な　内　容

平
成
17
年
４
月
臨
時
会
の

あ

ら

ま

し

区 分

議 案

合 計

件数

９

９

別　表

平
成
17
年
４
月
臨
時
会
は
、
４
月

１５
日
に
招
集
さ
れ
ま
し
た
。

今
臨
時
会
は
、
合
併
後
初
め
て
招

集
さ
れ
た
議
会
で
、
ま
ず
、
正
副
議

長
の
選
挙
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
議
長
に
生
田
薫
議
員
が
、
副

議
長
に
田
中
丞
省
議
員
が
、
そ
れ
ぞ

れ
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
議
員
発
議
に
よ
り
「
米
子

市
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
」
な
ど
の
議
案

６
件
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
、
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
議
会
運
営
委
員
及
び
常
任

委
員
の
選
任
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
議
員
発
議
に
よ
り
「
特
別

委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
」
の
議
案

１
件
が
提
出
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
る
と
と
も
に
、
特
別
委
員

の
選
任
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合
等
の
議
員
の
互
選
及
び
選

挙
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
市
長
職
務
執
行
者
か
ら

「
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」

な
ど
の
議
案
２
件
が
提
案
さ
れ
、
原

ペ
ー

ジ
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委　員　会　構　成
（平成17年４月15日現在）◎＝委員長　○＝副委員長

議長・副議長の就任あいさつ

議　長

生
いけ

田
だ

薫
かおる

副議長

田
た

中
なか

丞
じょう

省
しょう

常任委員会
（総務文教委員会）
◎尾崎太光子　○安木達哉　　　河本玲子　　　内藤清司　　　中村昌哲　　　錦織陽子　　　藤尾信之　　　安江能規　
山形周弘　　　八幡美博　　　吉岡知己　　　渡辺照夫

（民生環境委員会）
◎森川敏秀　　○佐々木康子　　生田和子　　　伊藤ひろえ　　笠谷悦子　　　門脇威雄　　　谷本　栄　　　坪内昭二　
中川健作　　　中本実夫　　　松本美子　　　矢倉　強

（産業経済委員会）
◎渡辺穣爾　　○森　雅幹　　　足立智恵　　　岩　康朗　　　遠藤　通　　　岡村英治　　　佐藤昭義　　　田中丞省　
廣田弘之　　　室　良教　　　安田　篤

（建設水道委員会）
◎奥田　寛　　○岡本武士　　　生田　薫　　　門脇邦子　　　後藤　諫　　　大丸俊一　　　中田利幸　　　原　紀子　
松井義夫　　　松本松子　　　宮田　誠　　　森田昭吾

議会運営委員会
◎藤尾信之　　○奥田　寛　　　笠谷悦子　　　内藤清司　　　中川健作　　　中田利幸　　　錦織陽子　　　松井義夫　
森川敏秀　　　山形周弘　　　吉岡知己　　　渡辺照夫

特別委員会
（美保基地問題等調査特別委員会）
◎岡本武士　　○岡村英治　　　伊藤ひろえ　　門脇威雄　　　佐藤昭義　　　原　紀子　　　廣田弘之　　　宮田　誠　
渡辺穣爾

（中海問題等調査特別委員会）
◎中川健作　　○岩　康朗　　　足立智恵　　　生田　薫　　　錦織陽子　　　松本美子　　　安江能規　　　安田　篤　
吉岡知己

（議員定数問題等調査特別委員会）
◎中本実夫　　○笠谷悦子　　　生田和子　　　尾崎太光子　　門脇邦子　　　後藤　諫　　　田中丞省　　　中村昌哲　
渡辺照夫

（行財政改革問題等調査特別委員会）
◎坪内昭二　　○河本玲子　　　遠藤　通　　　奥田　寛　　　佐々木康子　　谷本　栄　　　藤尾信之　　　室　良教　
森　雅幹　　　矢倉　強

（新市まちづくり等調査特別委員会）
◎中田利幸　　○内藤清司　　　大丸俊一　　　松井義夫　　　松本松子　　　森川敏秀　　　森田昭吾　　　安木達哉　
山形周弘　　　八幡美博

※　委員長、副委員長以外は五十音順

市民の皆様には、日ごろ市政各般にわたり温かいご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。
私たちは、合併後の４月１５日の臨時会において、議長、副議長の要職に就任し、議会運営の重責を担

うことになりましたが、その責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。
今、本市は、新しく生まれ変わり、その第一歩を歩みだそうとしておりますが、道のりは険しく、厳

しい財政事情、地方分権の推進、地域経済の活性化、さらには中海を中心とした環境問題等、重要な課
題が山積しております。
私たちは、このような諸問題に対し、市当局とともに慎重かつ迅速に対応するとともに、市民に開か

れた議会として公正公平な運営に努め、市民の皆様のご期待にこたえる決意でございます。
何とぞ、皆様には、今後ともより一層のご支援、ご協力をお願い申し上げ、就任に当たってのあいさ

つとさせていただきます。
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会　派　構　成

松井　義夫 足立　智恵 中本　実夫 生田　　薫 門脇　威雄 山形　周弘

藤尾　信之 室　　良教 岡本　武士 尾崎太光子 矢倉　　強

中村　昌哲 吉岡　知己 渡辺　穣爾 中田　利幸 谷本　　栄 後藤　　諫 岩　　康朗

田中　丞省 森田　昭吾 内藤　清司 河本　玲子奥田　　寛 佐藤　昭義 松本　美子

渡辺　照夫 森川　敏秀 廣田　弘之坪内　昭二 大丸　俊一 安江　能規

岡村　英治 松本　松子 佐々木康子 錦織　陽子 生田　和子

八幡　美博 門脇　邦子 森　　雅幹 中川　健作 伊藤ひろえ

安田　　篤 安木　達哉 笠谷　悦子 原　　紀子

遠藤　　通

宮田　　誠

し ん せ い
（１１人）

新　　　風
（７人）

よ　ど　え
（７人）

れ い め い
（６人）

日本共産党
米子市議会議員団

（５人）

未　　　来
（５人）

公明党議員団
（４人）

一院クラブ
（１人）

誠
（１人）

（平成１７年４月１５日現在）
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淀
江
町
３
月
定
例
会
は
、
３
月
３

日
か
ら
１０
日
ま
で
の
８
日
間
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。

開
会
日
の
３
日
に
は
、
ま
ず
、
町

長
か
ら
「
市
町
村
合
併
に
伴
う
組
合

構
成
市
町
村
の
数
の
減
少
に
係
る
鳥

取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て
」
な
ど
の
議
案
３０

件
が
提
案
さ
れ
、
質
疑
及
び
討
論
の

後
、
い
ず
れ
も
、
原
案
の
と
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、
合
併
に
伴

う
淀
江
町
の
閉
町
・
閉
庁
及
び
淀
江

支
所
開
所
行
事
に
つ
い
て
協
議
を
す

る
た
め
、
全
員
協
議
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。

４
日
、
８
日
及
び
９
日
の
３
日
間

は
、
陳
情
の
審
査
の
た
め
、
委
員
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

７
日
は
、
６
人
の
議
員
に
よ
る
町

政
一
般
に
対
す
る
質
問
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

最
終
日
の
１０
日
に
は
、
ま
ず
、
町

長
か
ら
「
平
成
１６
年
度
淀
江
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１０
号
）」の
議
案

１
件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、
各
委
員

会
の
委
員
長
か
ら
陳
情
の
審
査
報
告

が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
、

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
議
員
発
議
に
よ
り
「
保
育
・

学
童
保
育
・
子
育
て
支
援
施
策
の
拡

充
と
予
算
の
大
幅
増
額
を
求
め
る
意

見
書
」
な
ど
の
議
案
４
件
が
提
出
さ

れ
、
い
ず
れ
も
、
原
案
の
と
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
田
口
勝
蔵
淀
江
町
長
か

ら
、
最
後
の
定
例
会
の
閉
会
に
当
た

っ
て
、「
昭
和
３０
年
９
月
の
昭
和
の
合

併
を
経
て
誇
り
あ
る
歴
史
的
文
化
や

か
け
が
え
の
な
い
自
然
を
、
次
世
代

に
よ
り
良
い
姿
で
引
き
渡
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

合
併
を
決
断
し
、
そ
れ
に
対
し
議
会

が
賛
同
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。」
と

あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
今
回
審
議
さ
れ
た
案
件
は
、

別
表
の
と
お
り
４４
件
で
、
審
議
結
果

に
つ
い
て
は
、
９
・
１０

の
一
覧
表

の
と
お
り
で
す
。

２００３年の合計特殊出生率が１.２９になるなど深刻な少子化の進行にもかかわらず、保育所入所児童は過去最高となり、待機児童は増え
続けています。保育・学童保育の必要性と子育て支援への期待はますます大きくなっています。だれもが安心して子どもを生み育てる
ことのできる保育・子育て環境の整備、子どもが健やかに育つ権利を最大限保障する保育・子育て施策の拡充と、大胆な予算の配分が
求められています。とりわけ保育所や幼稚園の拡充は、深刻な少子化の進行に歯止めをかけるだけでなく、将来を担う子どもたちの健
やかな育ちを保障するために欠くことのできない国の重要課題です。
日本の保育所は、国と自治体が保育の実施に責任を負い、最低基準を定め、必要な財源を保障するという公的保育保障の制度によっ

旧
淀
江
町
議
会
の
コ
ー
ナ
ー

淀
江
町
３
月
定
例
会
の

あ

ら

ま

し

ペ
ー

ジ

区 分

議 案

発 議

陳 情

合 計

件数

３１

４

９

４４

別　表

意見書　

△

△ 3月定例会で可決された意見書は、次の4件です。

保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額を求める意見書

５
月
１７
日
（火）
本
会
議
（
開
会
）

総
務
文
教
委
員
会

民
生
環
境
委
員
会

１８
日
（水）
産
業
経
済
委
員
会

建
設
水
道
委
員
会

１９
日
（木）
本
会
議
（
閉
会
）

６
月
２７
日
（月）
本
会
議
（
開
会
）

３０
日
（木）
本
会
議
（
代
表
質
問
）

７
月
１
日
（金）
本
会
議
（
代
表
質
問
）

４
日
（月）
本
会
議
（
代
表
質
問
）

５
日
（火）
本
会
議
（
代
表
質
問
）

７
日
（木）
本
会
議
（
代
表
質
問
）

８
日
（金）
本
会
議
（
代
表
質
問
）

１１
日
（月）
本
会
議
（
代
表
質
問
）

（
各
個
質
問
）

１２
日
（火）
総
務
文
教
委
員
会

１４
日
（木）
民
生
環
境
委
員
会

１５
日
（金）
産
業
経
済
委
員
会

１９
日
（火）
建
設
水
道
委
員
会

２２
日
（金）
本
会
議
（
閉
会
）

※
詳
し
く
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
事
務
局

電
話
　
３２
―
０
３
０
２

５
月
臨
時
会
の
日
程
（
予
定
）

６
月
定
例
会
の
日
程
（
予
定
）

平成17年4月臨時会提出議案審議結果一覧表

議案第１号
議案第２号
議案第３号

米子市議会の議員の定数を定める条例の制定について
米子市議会委員会条例の制定について
米子市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について

原案可決
原案可決
原案可決

全会一致
全会一致
全会一致

議案第４号 米子市議会事務局設置条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第５号 米子市議会会議規則の制定について 原案可決 全会一致
議案第６号 地方自治法第１８０条第１項の規定による議会の権限に属する軽易な事項の指定について 原案可決 全会一致
議案第７号 特別委員会の設置について 原案可決 全会一致
議案第８号 公平委員会委員の選任について 原案同意 全会一致
議案第９号 監査委員の選任について 原案同意 賛成多数

番　号 件　　　　名 結　果



創刊号（季刊）（5） 平成17年5月1日

て発展してきました。ところが、いま、保育所運営費の一般財源化や財政削減を目的にした幼保一元化・保育所調理室の必置規制撤廃
など、公的保育保障を後退させる施策が一方的にすすめられています。
本来国が負担すべき公立保育所運営費が一般財源化されたことによって、各地で財政難を理由に公立保育所の統廃合や民営化の推進、

保育条件の切り下げ、保育料値上げなどが行われています。
幼い子どもの育ちを、経済効率からのみ論じ、わずかな税源移譲で地方に委ね、公立保育所の廃止・民営化をすすめることは国の責
任放棄であると言わざるを得ません。いまこそこうした政策を改め、少子化対策、保育施策の抜本的見直しが必要になっています。
国や自治体が保護者とともに子どもを育てる責任を明確に規定している児童福祉法や、｢子どもの最善の利益｣を求める子どもの権利
条約の理念に基づいて、保育・学童保育･子育て支援施策が、国と自治体の責任で安定的に行われることを求め、下記の内容で地方自
治法第９９条の規定により意見書を提出します。

記
１．国と自治体の責任による保育制度を堅持・拡充し、保育・学童保育・子育て支援の予算を大幅に増やすこと。
２．保育所運営費負担金については、一般財源化でなく従前制度に戻すこと。
３．待機児童解消のための緊急保育所整備計画を立て、施設整備費の大幅増額など、特別の予算措置をすること。
４．保育所における保育の質の向上と子どもの安全を保障するために、最低基準の職員配置基準・施設設備基準の抜本的改善を行うこ
と。保育所調理室の必置規制を撤廃しないこと。
５．過疎地域の子どもの保育を保障する特別な措置をとること。
６．無認可保育施設について、市町村が児童福祉法に基づく保育の実施義務を果たせるよう、また認可がすすめられるよう必要な予算
措置をすること。無認可保育施設に消費税を課税しないこと。
７．保育所・幼稚園のそれぞれ独自の機能と役割を切り捨てるような「幼保一元化」や「総合施設」の設置は行わないこと。
８．幼稚園予算を大幅に増額し、幼稚園設置基準の抜本的改善を行うこと。
９．学童保育は、必要とする市町村、小学校区に早急に整備することとあわせて、学童保育専用の施設（室）と専任指導員の常時複
数・常勤配置、適正規模で小学校区内複数配置ができるよう国として最低基準を明確にし、財政措置を行うこと。
10．すべての子どもたちが健やかに育つよう、労働時間短縮など労働施策を見直し、子育て支援策を拡充すること。次世代育成支援・
少子化対策は、必要な予算措置をし、父母負担を軽減すること。

平成１７年３月１０日
鳥取県西伯郡淀江町議会議長　　渡　辺　照　夫

内閣総理大臣　　　　　　　　　小　泉　純一郎
総務大臣　　　　　　　　　　　麻　生　太　郎
厚生労働大臣　　　　　　　　　尾　辻　秀　久　　殿
文部科学大臣　　　　　　　　　中　山　成　彬
財務大臣　　　　　　　　　　　谷　垣　禎　一
経済財政・郵政民営化担当大臣　竹　中　平　蔵

政府は、介護保険法の「改正」を２００５年の通常国会で行うにあたり、介護保険部会の見直し方針報告書を踏まえた厚生労働省サイド
の検討状況によると、利用料を１割から２割に引き上げる、入所については「ホテルコスト」と称して部屋代、食事代をすべて利用者
負担にする、介護度の低い人の利用を制限する、障害者支援費制度と統合し、家・土地など資産のあるものは低所得者対策から排除す
る、など国民が期待する「改正」には程遠く改悪そのものといわざるを得ない。
介護保険は、「負担が重くて利用できない」という声が強く、特別養護老人ホームの入所待機者が全国で３２万人以上になるなど介護

保険を利用したくてもできない方が多くある。介護保険の制度を支えている最大の柱である家計負担は、すでに２兆２０００億円、全体の
４１％に達している。一方で国庫負担は１兆２０００億円で全体の２５％にすぎない。（０３年予算ベース）
だれもが、安心して介護が受けられるよう、見直しは費用負担の心配をなくすことが肝要である。介護保険制度が導入されるまでは、
国庫負担が大きな役割を果たしており、三位一体による地方自治体の財政も厳しく、国庫負担の増額なしでは介護の改善は図れないも
のと思量する。
よって本町議会は、介護保険制度の見直しに当たり、次の事項について鋭意検討され慎重な対応を求めるものである。

記
１．２割～３割への利用料の引き上げをしないこと。住民税非課税者の利用料は３％とすること。
２．介護保険施設の部屋代、食費などの利用者負担を増やさないこと。
３．保険料の引き上げをやめ、国の制度として介護保険料の減免制度を設けること。
４．障害者支援費制度との統合をしないこと。
５．要支援、介護度１のヘルパー利用を制限しないこと。
６．国庫負担を大幅に増額し、施設や居宅サービスの整備を国と自治体の責任ですすめること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１７年３月１０日
鳥取県西伯郡淀江町議会議長　　渡　辺　照　夫

内閣総理大臣　小　泉　純一郎
総務大臣　　　麻　生　太　郎　　殿財務大臣　　　谷　垣　禎　一
厚生労働大臣　尾　辻　秀　久

人権が侵害された被害者を救済する法制度の確立を求める広範な運動が展開される中、政府として、日本国憲法で保障された「基本
的人権の尊重」を遵守し、同時に国際的な責務を果たすために、１９９３年に国連総会で日本政府も賛成し採択された、国際的な合意事項
である「国内人権機関の地位に関する原則（パリ原則）」に基づく人権機関が設置され、人権救済制度が確立されるべきであります。
そのためにも、次の諸点に留意して、早期「人権侵害救済法」が制定されるよう強く求めます。

介護保険制度の改善を求める意見書

人権侵害救済法の早期制定を求める意見書

１０．



■
議
員
　
町
民
の
暮
ら
し
に
か
か
わ

る
こ
と
で
、
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い

と
頑
張
っ
て
き
た
こ
と
は
何
か
。

■
町
長
　
特
に
調
整
が
難
航
し
た
事

項
と
し
て
、
①
ご
み
の
祝
祭
日
収
集

を
淀
江
町
区
域
で
２
年
間
は
実
施
。

②
保
育
料
。
両
市
町
の
低
い
方
に
合

わ
せ
た
。
③
国
保
料
。
１６
年
度
は
米

子
市
に
比
べ
１
人
当
た
り
１
万
１
０

０
０
円
安
い
。
米
子
市
は
で
き
る
限

り
早
く
保
険
料
の
統
合
を
求
め
た
が
、

５
年
間
は
こ
れ
以
上
の
差
額
と
な
ら

な
い
よ
う
に
不
均
一
な
賦
課
と
し
た
。

④
松
く
い
虫
防
除
を
淀
江
町
区
域
で

は
引
き
続
き
行
う
こ
と
と
し
た
。

■
議
員
　
乳
児
集
団
検
診
は
19
年
度

か
ら
米
子
市
ふ
れ
あ
い
の
里
に
決
ま

っ
た
が
、
調
整
時
に
淀
江
区
域
で
受

診
で
き
る
よ
う
努
力
し
た
の
か
。

■
町
民
課
長

で
き
る
限
り
淀
江
で

と
頑
張
っ
た
が
全
市
的
な
バ
ラ
ン
ス

の
た
め
こ
う
な
っ
た
。

■
議
員
　
白
色
発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
の

分
別
は
淀
江
方
式
が
進
ん
で
い
る
と

思
う
が
、
な
ぜ
通
ら
な
か
っ
た
の
か
。

■
町
長
　
搬
入
先
で
あ
る
淀
江
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
閉
鎖
に
よ
り
、
米

子
市
に
合
わ
せ
た
。
循
環
型
社
会
の

形
成
か
ら
み
れ
ば
、
淀
江
町
の
リ
サ

イ
ク
ル
が
適
切
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員
　
全
戸
配
布
さ
れ
た
「
合
併

協
議
に
関
す
る
便
利
帳
」
に
淀
江
町

地
域
住
民
が
新
た
に
受
け
ら
れ
る
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
、
高
齢
者
マ
ッ
サ
ー

ジ
助
成
事
業
が
あ
る
が
、
施
術
機
関

が
町
内
に
あ
る
の
か
。

■
町
民
課
長
　
後
ほ
ど
答
弁
す
る
。

■
議
員
　
地
球
温
暖
化
防
止
の
京
都

議
定
書
発
効
に
合
わ
せ
、
県
は
環
境

創刊号（季刊）

記
１．政府機関からの独立性を確保するために「パリ原則」を踏まえ、創設する人権委員会を内閣府の外局として設置すること。
２．人権侵害の被害救済が迅速かつ効果的に実施されるよう実効性を確保するために、少なくとも都道府県ごとに地方人権委員会を設
置すること。
３．国や都道府県において設置される人権委員会の委員及び事務局は、それぞれの人権委員会が多様性・多元性に配慮して人権問題・
差別問題に精通した人材を、独自に採用すること。
４．人権委員会は、マスメディアの取材や報道に対する規制、さらには様々な人権団体の取り組む自主的な活動への不当な妨害をする
ことなく、十分な連携をとりながら活動すること。
５．人権擁護委員制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県に設置される人権委員会と十分連携をとりながら、地域で
の効果的な活動ができるようにすること。
６．「人権侵害禁止」「差別禁止」の概念に恣意性を持たせないために、「人権」「人権侵害」「不当な差別」についての明確な定義を行
うこと。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１７年３月１０日
鳥取県西伯郡淀江町議会議長　渡　辺　照　夫

衆議院議長　　河　野　洋　平
参議院議長　　扇　　　千　景　殿
内閣総理大臣　小　泉　純一郎

昨年は国連が決議した「国際米年」でした。世界的な飢餓をなくすためにも、また日本の食料自給率を向上させるためにも稲作を振
興して国際貢献をすることが我が国には求められています。
しかし、農畜産物の輸入や「米改革」で、日本の農業は農家戸数から見ても衰退の一途をたどっています。今の地域農業は、規模の
大小や専業、兼業にかかわらず多くの農家農民に支えられ、助け合いながら農地を守っています。
ついては、下記の点について強く求めるものです。

記
１．農業を続けたい人はすべて「産地づくり」で言う担い手とすること。
２．「産地づくり」交付金を大幅に引き上げること。
３．政府買入米を大幅に増やし、生産費を償える米価を保障し、国民への安定供給に努めること。
４．学校給食の米飯給食に補助すること。
５．ミニマムアクセス米の輸入を暫減し、廃止すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成１７年３月１０日
鳥取県西伯郡淀江町議会議長　渡　辺　照　夫

衆議院議長　　河　野　洋　平
参議院議長　　扇　　　千　景
内閣総理大臣　小　泉　純一郎　　殿財務大臣　　　谷　垣　禎　一
文部科学大臣　中　山　成　彬
農林水産大臣　島　村　宜　伸

平成17年5月1日 （6）

農業を守り、食料自給率向上を求める意見書

町
政
一
般
に
対
す
る
質
問

松
本

ま
つ
も
と

松
子

ま

つ

こ

議
員

合
併
協
議
の
結
論
は
ど
う
な
っ

た
の
か

広
域
ご
み
処
理
施
設
に
つ
い
て

質
問
と
答
弁
に
つ
い
て
は
、
誌
面
の
都
合
上
、
１
人
２
項
目
以
内
と
し
て
、

要
約
し
て
掲
載
し
ま
し
た
。



創刊号（季刊）

立
県
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発

表
し
た
。
そ
の
行
動
計
画
に
は
、
可

燃
ご
み
の
排
出
量
削
減
目
標
を
掲
げ
、

事
業
者
や
自
治
体
の
住
民
と
協
働
し

て
削
減
に
努
力
す
る
と
し
て
い
る
。

事
業
者
や
住
民
の
努
力
に
よ
っ
て
、

可
燃
ご
み
の
排
出
量
が
少
な
く
な
れ

ば
、
大
型
ご
み
処
理
施
設
計
画
は
見

直
す
べ
き
と
思
う
が
。

■
町
長
　
西
部
広
域
で
は
平
成
１３
年

に
可
燃
ご
み
処
理
広
域
化
基
本
計
画

を
策
定
し
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
削

減
、
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
抑
制
な

ど
に
取
り
組
む
施
設
建
設
を
平
成
２３

年
度
の
稼
動
を
め
ど
に
進
め
て
い
る
。

■
議
員
　
淀
江
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

は
平
成
７
年
に
稼
動
し
、
22
年
ま
で

起
債
償
還
期
間
が
あ
る
。
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
対
策
も
国
の
基
準
以
下
に
保
た

れ
て
い
る
。
東
京
の
あ
る
自
治
体
で

も
１
日
処
理
量
75

の
20
年
経
っ
た

焼
却
炉
が
小
ま
め
な
管
理
を
行
い
、

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
を
ほ
と
ん
ど
発
生
し

て
い
な
い
。
既
存
の
施
設
の
有
効
利

用
と
、
ご
み
減
量
に
見
合
っ
た
施
設

規
模
に
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
町
長
　
ご
み
処
理
　
数
、
規
模
と

も
に
過
大
な
見
積
も
り
で
は
な
い
と

考
え
る
。

■
議
員
　
淀
江
町
は
、
明
治
22
年
町

制
公
布
と
同
時
に
誕
生
し
た
。
そ
の

淀
江
町
が
３
月
30
日
を
も
っ
て
１
１

６
年
の
歴
史
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。

明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
と
激

動
の
中
、
幾
多
の
試
練
を
乗
り
越
え

て
今
日
の
淀
江
が
あ
る
と
思
う
。
そ

ん
な
淀
江
町
を
担
っ
て
い
く
子
ど
も

た
ち
の
た
め
に
も
「
淀
江
町
資
料
・

史
料
」
の
保
存
が
必
要
と
思
う
。

諸
資
料
の
散
逸
を
防
ぐ
対
策
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

■
町
長
　
淀
江
町
の
町
史
編
さ
ん
事

業
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
の
声

が
出
始
め
、
合
併
２０
周
年
記
念
事
業

の
一
環
と
し
て
、
昭
和
５１
年
８
月
９

日
に
町
史
編
さ
ん
委
員
会
結
成
、
以

来
８
年
余
り
を
要
し
て
、
現
在
の
淀

江
町
史
が
完
成
し
た
。

町
史
編
さ
ん
が
緒
に
つ
い
た
こ
ろ
、

役
場
庁
舎
が
旧
淀
江
小
学
校
の
一
部

に
移
転
、
更
に
平
成
元
年
８
月
に
は

現
在
の
庁
舎
に
移
転
す
る
な
ど
、大
き

な
引
っ
越
し
を
２
度
経
験
し
て
い
る
。

公
文
書
の
保
存
は
、
町
文
書
整
備

保
存
規
程
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た

年
限
で
管
理
し
て
い
る
。

資
史
料
な
ど
の
保
存
判
断
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
担
当
課
長
判
断
で
行
っ
て

お
り
、
２
度
の
大
き
な
引
っ
越
し
の

際
に
整
理
さ
れ
た
公
算
が
大
で
あ
る

が
、
保
存
規
程
に
基
づ
く
公
文
書
は

永
久
保
存
、
１０
年
保
存
と
か
分
類
さ

れ
、
保
管
さ
れ
て
い
る
。

町
史
編
さ
ん
が
実
施
さ
れ
た
と
き

の
膨
大
な
資
料
は
、
貴
重
な
町
史
関

係
資
料
と
し
て
、
大
切
に
公
民
館
に

保
管
さ
れ
て
い
る
。

米
子
市
と
合
併
後
も
、
当
分
の
間
、

書
庫
、
倉
庫
に
あ
る
文
書
に
つ
い
て

は
淀
江
支
所
で
保
管
。
い
ず
れ
本
庁

舎
に
文
書
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
、

資
料
と
な
る
文
書
が
あ
る
の
か
、
公

に
出
す
こ
と
に
よ
り
個
人
情
報
の
保

護
の
関
係
な
ど
調
べ
な
が
ら
処
す
る

考
え
で
あ
る
。

■
議
員
　
平
成
17
年
度
淀
江
町
分
予

算
要
求
状
況
を
見
る
と
、
小
規
模
作

業
所
運
営
費
補
助
事
業
と
し
て
６
０

５
万
６
０
０
０
円
を
要
求
さ
れ
て
い

る
が
、
昨
年
度
予
算
よ
り
９
万
２
０

０
０
円
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
淀
江

作
業
所
の
実
態
を
ど
の
よ
う
に
調
査

さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
お

聞
か
せ
願
い
た
い
。

■
町
長
　
運
営
費
の
補
助
金
の
９
万

２
０
０
０
円
の
減
額
は
、
基
準
額
に

よ
る
も
の
で
、
減
額
に
伴
う
補
て
ん

に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。
た
だ

し
、
光
熱
水
費
、
家
賃
に
つ
い
て
は

町
が
支
援
す
る
。
作
業
所
に
は
自
助

努
力
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
結
果

に
よ
り
行
政
で
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
方

法
が
あ
れ
ば
模
索
す
る
。
現
在
、
法

人
化
の
準
備
を
進
め
ら
れ
て
い
る
と

聞
い
て
い
る
。
自
立
と
社
会
参
加
の

よ
り
充
実
し
た
支
援
を
行
う
活
動
拠

点
と
し
て
の
組
織
づ
く
り
の
推
進
を

図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

■
議
員
　
淀
江
町
の
火
災
で
、
全
焼

に
な
る
場
合
が
米
子
市
に
比
べ
て
少

な
い
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思

う
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
初
期
消

火
能
力
の
違
い
が
あ
る
と
思
う
。
淀

江
町
は
、
地
域
防
災
設
備
を
完
備
し
、

訓
練
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
被
害
を

軽
減
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
合
併

後
、
現
在
あ
る
立
ち
上
が
り
式
の
消

火
栓
の
使
用
が
制
限
さ
れ
た
り
、
取

り
除
か
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

消
防
団
や
自
衛
消
防
団
の
活
動
内
容

も
含
め
て
、
淀
江
町
の
地
域
防
災
能

力
の
低
下
と
い
う
事
態
は
避
け
る
必

要
が
あ
る
。

今
後
の
淀
江
町
の
地
域
防
災
は
ど

う
な
る
の
か
、
ま
た
、
ど
う
あ
る
べ

き
な
の
か
、
お
聞
か
せ
願
い
た
い
。

■
町
長
　
現
在
の
立
ち
上
が
り
式
の

消
火
栓
を
、
合
併
後
す
ぐ
に
地
下
式

に
は
せ
ず
、
新
設
若
し
く
は
改
修
の

際
に
、
逐
次
地
下
式
に
変
更
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
消
防
団
に
つ
い
て

は
、
淀
江
町
も
米
子
市
も
基
本
的
な

消
防
に
対
す
る
理
念
は
、
地
域
に
よ

っ
て
若
干
の
差
は
あ
る
も
の
の
同
じ

で
あ
り
、
今
ま
で
と
全
く
同
様
の
活

動
と
な
る
。
た
だ
し
、
報
酬
等
に
差

異
が
あ
る
の
で
、
新
市
に
お
い
て
調

整
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

新
市
の
防
災
計
画
に
つ
い
て
は
、

４
月
に
防
災
会
議
が
開
催
さ
れ
検
討

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

地
域
防
災
計
画
は
、
自
治
体
で
策

定
す
る
が
、
基
本
的
に
は
住
民
自
ら

の
こ
と
は
自
ら
が
、
地
域
の
こ
と
は

地
域
で
守
る
と
い
う
強
い
意
思
と
団

結
力
が
必
要
。
こ
れ
に
自
治
体
、
消

防
、
警
察
と
い
っ
た
機
関
が
相
互
に

連
携
し
合
っ
て
住
み
よ
い
町
を
維
持

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
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地
域
防
災
能
力
の
低
下
は

避
け
る
べ
き

ト
ン

ト
ン

松
本

ま
つ
も
と

美
子

よ

し

こ

議
員

淀
江
町
資
史
料
の
保
存
に
つ

い
て

安
江

や

す

え

能
規

よ
し
の
り

議
員

淀
江
作
業
所
へ
の
支
援
を



画
で
も
、
主
要
事
業
と
し
て
自
治
組

織
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
と
明
記
し

て
あ
る
。
淀
江
地
区
が
特
別
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
新
市
全
体
で
取
組

む
事
案
で
あ
る
。

■
議
員
　
16
年
７
月
提
出
の
新
市
建

設
計
画
事
業
実
施
見
通
し
の
資
料
に

よ
る
と
、
自
治
制
度
創
設
予
算
３
億

強
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
制
定
予

算
５
０
０
万
円
を
見
込
ん
で
い
た
が
。

■
町
長
　
米
子
市
と
詰
め
て
出
し
た

数
字
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
い
た
だ

き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
１７
年
度
予
算
編
成
に
つ
い
て

○
伯
耆
の
国
よ
な
ご
文
化
創
造
計
画

に
つ
い
て

○
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
整
備
事
業
に
つ

い
て

■
議
員
　
淀
江
支
所
に
振
興
課
な
ど

４
課
８
係
が
設
置
さ
れ
、
本
庁
舎
に

は
フ
ロ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
配
置
し
、

市
民
の
相
談
を
聞
き
、
手
続
に
対
応

し
て
く
れ
る
な
ど
市
民
の
利
便
性
を

考
え
た
施
策
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
喜

ば
し
い
こ
と
と
思
う
。

長
い
間
助
役
と
し
て
、
現
町
長
と

し
て
行
政
に
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た

町
長
は
、
市
長
職
務
執
行
者
と
し
て

つ
と
め
ら
れ
た
後
は
、
ど
の
よ
う
に

新
市
に
か
か
わ
っ
て
い
か
れ
る
の
か
。

ま
た
、
教
育
長
は
ど
う
さ
れ
る
の
か
。

深
く
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
二
方
が

そ
の
職
を
引
か
れ
る
こ
と
に
不
安
を

感
じ
る
。
過
度
期
で
あ
る
の
で
市
の

要
請
が
あ
れ
ば
積
極
的
に
役
を
受
け

て
い
っ
て
ほ
し
い
と
希
望
す
る
が
。

■
町
長
　
地
方
自
治
体
の
首
長
は
選

挙
と
い
う
手
段
で
得
る
こ
と
の
で
き

る
ポ
ス
ト
で
、
主
体
的
に
意
思
と
そ

の
行
動
は
一
体
的
な
表
現
と
は
相
な

り
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
不
明
確
で
あ
る
。
淀
江
地
域
に

は
極
め
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る

の
で
、
も
し
そ
う
い
う
場
面
が
訪
れ

た
場
合
に
は
真
剣
な
対
処
を
し
て
い

か
ね
ば
い
け
な
い
と
思
う
。

教
育
長
も
首
長
の
選
任
に
よ
り
議

会
同
意
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
町
長
以

上
に
不
明
確
で
あ
る
が
、
淀
江
地
域

の
教
育
環
境
の
確
保
と
い
う
立
場
か

ら
も
何
ら
か
の
か
か
わ
り
合
い
を
持

っ
て
欲
し
い
と
思
う
。

■
議
員
　
こ
れ
か
ら
は
地
域
自
治
を

考
え
、
み
ん
な
で
特
色
あ
る
地
域
を

盛
り
あ
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

淀
江
庁
舎
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
の
利
用

や
、
旧
幼
稚
園
な
ど
の
活
用
は
、
そ

の
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
。

■
町
長
　
淀
江
支
所
庁
舎
は
、
現
在

の
建
設
経
済
課
の
西
側
、
２
階
議
場

部
分
が
空
き
ス
ペ
ー
ス
と
な
る
が
、

事
務
段
階
で
検
討
中
で
、
ま
だ
具
体

的
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
各
団
体
の

声
は
聞
い
て
い
る
。
今
後
、
淀
江
地

域
に
設
置
さ
れ
る
地
域
審
議
会
や
自

治
会
長
会
等
で
地
域
の
振
興
を
念
頭

に
、
公
共
施
設
の
有
効
利
用
を
検
討

さ
れ
る
べ
き
で
、
性
急
に
今
決
定
す

べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。

旧
幼
稚
園
は
職
員
で
組
織
す
る
政

策
調
整
会
議
で
福
祉
利
用
を
中
心
に

検
討
を
試
み
た
が
決
ま
ら
ず
、
淀
江

地
域
の
声
を
聞
き
な
が
ら
検
討
し
、

地
域
の
振
興
に
つ
な
が
る
利
用
を
す

べ
き
だ
と
思
う
。

■
助
役
　
幼
稚
園
も
使
う
方
向
に
き

ち
ん
と
整
理
が
つ
け
ば
水
道
等
大
々

的
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
具

体
的
に
そ
の
方
法
が
決
ま
る
ま
で
し

ば
ら
く
待
っ
て
欲
し
い
。

■
議
員
　
み
ん
な
で
協
力
し
な
が
ら

よ
い
地
域
を
つ
く
り
上
げ
て
い
き
た

い
の
で
幼
稚
園
の
活
用
に
つ
い
て
米
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（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
町
内
行
事
に
つ
い
て

○
町
の
財
産
処
分
に
つ
い
て

■
議
員
　
合
併
後
、
淀
江
地
域
審
議

会
が
置
か
れ
る
が
、
鳥
取
市
の
地
域

審
議
会
は
①
独
自
判
断
で
市
長
に
意

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
審

議
会
の
意
見
を
市
議
会
に
報
告
す
る
。

③
市
長
は
審
議
会
の
意
見
を
尊
重
す

る
。
―
と
あ
り
、
淀
江
の
地
域
審
議

会
よ
り
少
し
踏
み
込
ん
だ
機
関
に
な

る
よ
う
だ
が
、
淀
江
の
場
合
、
あ
く

ま
で
協
定
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
の

か
、
協
定
内
容
の
変
更
は
可
能
か
。

■
町
長
　
淀
江
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん

だ
部
分
と
い
う
の
は
、
意
見
を
尊
重

及
び
意
見
を
議
会
に
報
告
す
る
、
と

い
う
部
分
だ
ろ
う
が
、
市
長
が
審
議

会
の
意
見
を
尊
重
す
る
の
は
当
然
で

あ
り
、
毎
月
開
催
さ
れ
る
と
伺
っ
て

い
る
議
会
常
任
委
員
会
等
議
員
の
皆

様
に
報
告
さ
れ
る
機
会
は
あ
る
も
の

と
思
っ
て
い
る
。

協
定
内
容
の
変
更
は
条
例
変
更
の

手
続
を
伴
う
も
の
で
議
会
議
決
が
必

要
だ
が
、
可
能
だ
。
し
か
し
、
同
協

定
４
条
１
項
の
（4）
は
前
段
（1）
、
（2）
、

（3）
以
外
の
ま
ち
づ
く
り
に
係
わ
る
計

画
、
予
算
等
幅
広
い
と
ら
え
方
を
し

て
お
り
、
現
行
の
記
述
が
ベ
タ
ー
、

変
更
の
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

■
議
員
　
協
定
の
４
条
２
項
と
、
４

条
１
項
（4）
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
、
具
体
的
な
想
定
事
項
は
。

■
企
画
調
整
課
長
　
４
条
１
項
（4）
は

あ
く
ま
で
諮
問
答
申
に
係
わ
る
項
目
、

そ
し
て
４
条
２
項
は
さ
ら
に
幅
広
く
、

予
算
編
成
時
の
事
業
概
要
と
か
公
共

施
設
の
管
理
運
営
等
々
に
つ
い
て
意

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

思
っ
て
い
る
。

■
議
員
　
報
道
に
よ
る
と
、
淀
江
町

は
新
た
な
住
民
自
治
の
モ
デ
ル
を
模

索
し
て
お
り
、
地
域
審
議
会
を
諮
問

機
関
に
と
ど
ま
ら
な
い
機
関
に
発
展

さ
せ
る
方
法
を
模
索
し
て
い
る
と
も

報
じ
て
い
る
。
町
長
の
真
意
は
。

■
町
長
　
行
政
と
市
民
が
ま
ち
づ
く

り
に
参
画
す
る
仕
組
み
づ
く
り
等
、

基
本
的
に
賛
同
す
る
。
諮
問
機
関
で

あ
る
地
域
審
議
会
に
比
べ
て
よ
り
積

極
的
に
活
動
し
市
政
に
反
映
で
き
る

組
織
と
し
て
ま
と
め
れ
れ
ば
い
い
と

考
え
て
い
る
。
新
市
ま
ち
づ
く
り
計

内
藤

な
い
と
う

清
司

き

よ

し

議
員

地
域
審
議
会
に
つ
い
て

河
本

か
わ
も
と

玲
子

れ

い

こ

議
員

町
長
、
教
育
長
の
合
併
後
の

役
割
に
つ
い
て

地
域
自
治
組
織
に
つ
い
て

今
後
の
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
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子
市
に
も
声
を
か
け
て
欲
し
い
。

■
助
役
　
淀
江
地
域
の
声
と
し
て
支

援
を
検
討
す
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

■
議
員
　
昨
年
９
月
議
会
の
一
般
質

問
に
お
い
て
、
淀
江
町
９
区
海
岸
整

備
に
つ
い
て
、
①
防
風
林
な
ど
復
活

保
全
は
引
き
続
き
対
策
を
模
索
す
る
。

②
旧
焼
却
場
改
良
と
当
該
地
の
町
道

と
護
岸
堤
と
の
平
面
交
差
は
工
法
的

に
可
能
か
検
討
す
る
。
③
古
タ
イ
ヤ

な
ど
廃
棄
物
対
策
は
保
健
所
と
連
絡

を
と
り
早
期
解
決
に
取
り
組
む
と
答

弁
あ
り
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
。

■
町
長
　
②
の
件
は
、
現
在
県
が
侵

食
対
策
工
事
を
施
工
中
、
そ
の
作
業

用
と
し
て
使
用
の
た
め
旧
焼
却
場
は

撤
去
さ
れ
た
。
平
面
交
差
の
点
は
当

該
地
町
道
に
は
公
共
下
水
道
マ
ン
ホ

ー
ル
が
設
置
し
て
あ
り
、
そ
の
マ
ン

ホ
ー
ル
高
の
調
整
と
接
続
道
路
勾
配

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
新
市
に
お

い
て
淀
江
地
域
の
軽
微
改
良
と
し
て

米
子
市
の
担
当
課
と
実
施
に
む
け
協

議
し
て
い
る
。

■
助
役
　
①
の
件
は
、
地
元
か
ら
要

望
さ
れ
る
防
風
林
の
土
手
構
築
と
松

林
の
植
林
は
、
当
該
地
が
民
有
地
で

あ
る
こ
と
、
財
政
的
に
早
急
に
は
不

可
能
と
判
断
し
て
い
る
。
③
の
件
は
、

保
健
所
の
指
導
で
本
年
４
月
ま
で
に

そ
の
処
分
計
画
を
地
権
者
が
提
出
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
７
月
か
ら
王
子
製
紙
が
燃
料
と
し

て
廃
タ
イ
ヤ
を
一
度
で
は
な
い
が
、

消
化
し
て
ゆ
く
と
の
こ
と
で
あ
る
。

今
後
と
も
引
き
続
き
保
健
所
の
指
導

を
い
た
だ
く
考
え
で
あ
る
。

■
議
員
　
現
在
淀
江
町
が
抱
え
て
い

て
、
さ
ら
に
新
市
に
移
行
す
べ
き
問

題
点
と
や
り
残
し
事
業
を
合
併
に
よ

っ
て
う
や
む
や
に
終
わ
ら
せ
ず
、
新

市
長
と
執
行
部
に
心
し
て
取
り
組
ん

で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
る
が
、
ど

う
か
。

■
町
長
　
現
在
の
問
題
点
は
、
淀
江

地
域
の
課
題
と
し
て
要
望
す
べ
き
と

思
っ
て
い
る
が
、
新
市
に
お
い
て
も

財
政
的
に
難
し
い
状
況
で
あ
り
、
そ

の
状
況
に
お
い
て
新
市
全
域
の
施
策

と
し
て
緊
急
性
、
費
用
効
果
な
ど
で

判
断
す
べ
き
と
考
え
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
米
子
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
表
紙
に
あ
る
「
米

子
市
議
会
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
次
の
と
お
り
、

米
子
市
議
会
に
つ
い
て
の
い
ろ
い

ろ
な
情
報
が
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
市
議
会
の
し
く
み

・
市
議
会
の
運
営

・
委
員
会

・
市
議
会
の
権
限

・
請
願
・
陳
情
の
手
続
き

・
傍
聴
の
し
か
た

・
議
員
の
紹
介

・
議
会
日
程

・
市
議
会
だ
よ
り

・
会
議
録（
旧
淀
江
町
議
会
分
を
除
く
）

米
子
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.yonago

‐city.jp/

（9） 平成17年5月1日

森
川

も
り
か
わ

敏
秀

と
し
ひ
で

議
員

淀
江
町
地
内
９
区
自
治
会
海

岸
整
備
は

継
続
中
の
要
望
事
業
は
ど
う

す
る

議
会
広
報
委
員
会

委
員
長
　
松
本
　
松
子

副
委
員
長
　
安
江
　
能
規

委
　
　
員
　
松
本
　
美
子

生
田
　
和
子

内
藤
　
清
司

河
本
　
玲
子

平成17年3月定例会提出議案等審議結果一覧表（1）

議案第１０号

議案第１１号

議案第１２号

議案第１３号

議案第１４号

議案第１５号

議案第１６号

議案第１７号

議案第１８号
議案第１９号
議案第２０号
議案第２１号

市町村合併に伴う組合構成市町村の数の減少に係る鳥取県町村職員退職手当組合規
約の変更について
市町村合併に伴う組合構成市町村の数の減少に係る鳥取県町村職員退職手当組合規
約の変更について
鳥取県町村職員退職手当組合の脱退について
町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の共同設置に
関する規約の変更について
町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の共同設置に
関する規約の変更について
町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の脱退につい
て（淀江町）
鳥取県町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変
更について
鳥取県町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変
更について
鳥取県町村消防災害補償組合の脱退について
鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約を変更する協議について
鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会からの脱退について
米子市・淀江町合併協議会を廃止する協議について

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

原案可決 全会一致

原案可決 全会一致

原案可決 全会一致

全会一致
全会一致
全会一致
全会一致

番　号 件　　　　名 結　果

米
子
市
議
会
に
つ
い
て
の
い
ろ

い
ろ
な
情
報
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す



創刊号（季刊） 平成17年5月1日 （10）

平成17年3月定例会提出議案等審議結果一覧表（2）

議案第２４号

議案第２５号

議案第２６号
議案第２７号

議案第２８号

議案第２９号

議案第３０号

議案第３１号

議案第３２号

議案第３３号

議案第３４号
議案第３５号
議案第３６号
議案第３７号

鳥取県西部町村就学指導推進協議会規約を設置する町を変更し、及び同協議会規約
を変更する協議について
鳥取県西部町村就学指導推進協議会規約を設置する町を変更し、及び同協議会規約
を変更する協議について
土地改良事業の事務の委託に関する規約の一部を改正する規約を定める協議について
米子市・日吉津村中学校組合への加入について
農業農村整備事業の事務の委託に関する規約の一部を改正する規約を定める協議に
ついて
大山西部地域林業構造改善事業協議会に関する規約の廃止について
米子市、岸本町、淀江町、大山町、名和町、中山町、江府町、及び溝口町営土地改
良事業大山第１地区及び大山第２地区農道整備事業（軽微改良）の平成５年度の事
務の委託に関する規約の廃止について

米子市、岸本町、淀江町、大山町、名和町、中山町、江府町、及び溝口町営土地改
良事業大山地区農道整備事業（路面改良）の平成９年度の事務の委託に関する規約
の廃止について
淀江町特別医療費助成条例の一部改正について
淀江町と日吉津村における一般廃棄物の処理及び処分事務の委託に関する規約の改
正について
平成１６年度淀江町一般会計補正予算（第９号）
平成１６年度淀江町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
平成１６年度淀江町介護保険特別会計補正予算（第３号）

原案可決
原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決
原案可決

議案第２３号 鳥取県西部広域行政管理組合を組織する地方公共団体の数を減少し、及び同組合規
約を変更する協議について 原案可決 全会一致

議案第２２号 鳥取県西部広域行政管理組合を組織する地方公共団体の数を減少し、及び同組合規
約を変更する協議について 原案可決 全会一致

原案可決 全会一致

原案可決 全会一致

全会一致
全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致
全会一致
全会一致

平成１６年度淀江町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致
議案第３８号 平成１６年度淀江町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致
議案第３９号 平成１６年度淀江町水道事業会計補正予算（第４号） 原案可決 全会一致
議案第４０号 平成１６年度淀江町一般会計補正予算（第１０号） 原案可決 全会一致
発議第１号 保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額を求める意見書 原案可決 全会一致
発議第２号 介護保険制度の改善を求める意見書 原案可決 全会一致
発議第３号 人権侵害救済法の早期制定を求める意見書 原案可決 全会一致
発議第４号 農業を守り、食料自給率向上を求める意見書 原案可決 全会一致

番　号 件　　　　名 結　果

平成17年3月定例会受理陳情審議結果一覧表

陳情第２９号
陳情第３０号
陳情第３１号

「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意見書の採択を求める陳情
「農業を守って、食料自給率を向上させる」ための意見書の提出に関する陳情
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出についての陳情

継続審査
採　　択
採　　択

－
全会一致
全会一致

番　号 件　　　　名 結　果

継続審査となっていた陳情の審議結果一覧表

陳情第２１号
陳情第２２号
陳情第２３号

「改革」年金法の実施を中止し、最低保障年金制度の実現を求める陳情書
保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額を求める陳情書
安心してかかれる医療保障の充実改善を求める意見書採択についての陳情

不 採 択
採　　択
不 採 択

賛成多数
全会一致
賛成多数

陳情第２４号 利用者負担の大幅増など介護保険の改善を求める国への意見書提出についての陳情 採　　択 全会一致
陳情第２７号 教育基本法の改悪反対の意見書の提出についての陳情書 不 採 択 賛成多数
陳情第２８号 「教育基本法の理念を生かすことを求める」国への意見書採択の陳情書 不 採 択 賛成多数

番　号 件　　　　名 結　果



自閉症、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、アスペルガー症候群など、発達障害への対応が緊急の課題になってい
る。発達障害は、低年齢であらわれることが多く、文部科学省の調査では、小中学生全体の６％に上る可能性があるとされている。
平成１６年１２月に発達障害者支援法（以下「法」という。）が制定され、本年４月から施行されるが、この法律には、国及び地方公共

団体の責務として、発達障害の早期発見や支援などについて必要な措置を講じるよう示されている。
発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要であるが、それには、教育・福祉・保健・就労などの関係
機関が連携し、１人１人の状況に応じた個別指導を行うなどの対応が欠かせない。
国は、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置するとしているが、よりきめ細かな支援対策を実施するには市区町村の役割が
極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められる。
よって、政府におかれては、下記事項を早急に実施されるよう強く要望する。

記
１　発達障害の早期発見に向けて、乳幼児健診の充実と、新たな児童健診制度（５歳児健診）や就学時健診制度を確立すること。
２　保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）における発達障害児の受け入れと、指導員の養成・配置をすること。
３　発達障害者のための雇用支援コンサルタント・相談員等を配置すること。
４　専門医の養成並びに人材の確保を図ること。
５　発達障害児・発達障害者への理解の普及、意識啓発を推進すること。
６　各市町村が行う法に基づく支援に対し、必要な財政措置を講ずること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成１７年３月１７日

米　子　市　議　会
文部科学大臣　中　山　成　彬　様
厚生労働大臣　尾　辻　秀　久　様

創刊号（季刊）（11） 平成17年5月1日

第
４
４
８
回
定
例
会
は
、
３
月
２

日
か
ら
１７
日
ま
で
の
１６
日
間
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。

開
会
日
の
２
日
に
は
、
ま
ず
、
市

長
か
ら
「
功
労
者
の
表
彰
に
つ
い
て
」

の
議
案
１
件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
の

と
お
り
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、

市
長
か
ら
「
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
を
減
少
し
、
及
び
同
組
合
規

約
を
変
更
す
る
協
議
に
つ
い
て
」
な

ど
の
議
案
２
件
が
提
案
さ
れ
、
委
員

会
審
査
の
後
、
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、市
長
か
ら「
専

決
処
分
に
つ
い
て（
平
成
１６
年
度
米
子

市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
）（
補
正

第
２
回
）」な
ど
の
議
案
２６
件
及
び
報

告
４
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明

及
び
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

７
日
か
ら
９
日
ま
で
の
３
日
間
は

１９
人
の
議
員
に
よ
る
市
政
一
般
に
対

す
る
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

１０
日
、
１１
日
及
び
１４
日
か
ら
１６
日

ま
で
の
計
５
日
間
は
、
議
案
及
び
陳

情
の
審
査
等
の
た
め
、
委
員
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

最
終
日
の
１７
日
に
は
、
ま
ず
、
各

委
員
会
の
委
員
長
か
ら
議
案
及
び
陳

情
の
審
査
報
告
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
、

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
そ
の
際
、
５
人
の
議
員
か
ら

提
出
さ
れ
た
「
平
成
１６
年
度
米
子
市

一
般
会
計
補
正
予
算（
補
正
第
９
回
）」

に
対
す
る
修
正
案
は
、
賛
成
少
数
に

よ
り
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、
市

長
か
ら
「
市
長
等
の
給
与
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
」
の
議
案
１
件

が
提
案
さ
れ
、
委
員
会
審
査
の
後
、

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
市
長
か
ら
「
人
権
擁
護
委
員

候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
」
の
諮
問

１
件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り

同
意
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
議
員

発
議
に
よ
り
「
議
会
の
議
員
等
の
給

与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

な
ど
の
議
案
４
件
が
提
案
さ
れ
、
採

決
の
結
果
、「
示
威
行
進
及
び
集
団
示

威
運
動
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
は
、
賛
成

少
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
、
そ
の
他
の

議
案
は
、
い
ず
れ
も
、
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
、
中

海
問
題
調
査
特
別
委
員
会
、
議
員
定

数
問
題
調
査
特
別
委
員
会
及
び
行
財

政
改
革
問
題
等
調
査
特
別
委
員
会
の

中
間
報
告
が
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
ま

し
た
。

な
お
、
今
回
審
議
さ
れ
た
案
件
は
、

別
表
の
と
お
り
５８
件
で
、
審
議
結
果

に
つ
い
て
は
、
２３
・
２４

の
一
覧
表

の
と
お
り
で
す
。

■
行
財
政
改
革
問
題
等
調
査
特
別
委

員
会
（
３
月
10
日
開
催
）

・
最
終
提
言
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て

■
中
海
問
題
調
査
特
別
委
員
会

（
３
月
14
日
開
催
）

・
第
６
回
「
中
海
に
関
す
る
協
議
会
」

報
告
に
つ
い
て

■
議
員
定
数
問
題
調
査
特
別
委
員
会
　

（
３
月
15
日
開
催
）

・
議
員
定
数
問
題
調
査
特
別
委
員
会

審
議
経
過
報
告
に
つ
い
て

■
地
方
分
権
・
合
併
等
調
査
特
別
委
　

員
会
（
３
月
16
日
開
催
）

（1）
第
２２
回
米
子
市
・
淀
江
町
合
併
協

議
会
（
２
月
１４
日
開
催
）
の
概
要

に
つ
い
て

（2）
議
案
第
１９
号
「
米
子
市
・
淀
江
町

合
併
協
議
会
を
廃
止
す
る
協
議
に

つ
い
て
」

旧
米
子
市
議
会
の
コ
ー
ナ
ー

第
４
４
８
回
　
定
例
会
の

あ

ら

ま

し

区 分
議 案
諮 問
報 告
陳 情
合 計

件数
３４
１
４

１９
５８

別　表

3月定例会で可決された意見書は、次の2件です。

発達障害児・発達障害者に対する支援促進を求める意見書

ペ
ー

ジ

今
議
会
開
会
中
に
開
催
さ
れ
た

特
別
委
員
会
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

意見書　
△

△



創刊号（季刊） 平成17年5月1日 （12）

人権が侵害された被害者を救済する法制度の確立を求める広範な運動が展開される中、政府として、日本国憲法で保障された「基本
的人権の尊重」を遵守し、同時に国際的な責務を果たすために、１９９３年に国連総会で日本政府も賛成し採択された、国際的な合意事項
である「国内人権機関の地位に関する原則（パリ原則）」に基づく人権機関が設置され、人権救済制度が確立されるべきである。
よって、国会、政府におかれては、次の諸点に留意して、早期に「人権侵害救済法」を制定されるよう、強く要望する。

記
１　政府機関からの独立性を確保するために「パリ原則」を踏まえ、創設する人権委員会を内閣府の外局として設置すること。
２　人権侵害の被害救済が迅速かつ効果的に実施されるよう実効性を確保するために、少なくとも都道府県ごとに地方人権委員会を設
置すること。
３　国や都道府県において設置される人権委員会の委員及び事務局は、それぞれの人権委員会が多様性・多元性に配慮して人権問題・
差別問題に精通した人材を、独自に採用すること。
４　人権委員会は、マスメディアの取材や報道に対する規制、さらには様々な人権団体の取り組む自主的な活動への不当な妨害をする
ことなく、十分な連携をとりながら活動すること。
５　人権擁護委員制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県に設置される人権委員会と十分連携をとりながら、地域で
の効果的な活動ができるようにすること。
６　「人権侵害禁止」「差別禁止」の概念に恣意性を持たせないために、「人権」「人権侵害」「不当な差別」についての明確な定義を行
うこと。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１７年３月１７日
米　子　市　議　会

衆議院議長　　河　野　洋　平　様
参議院議長　　扇　　　千　景　様
内閣総理大臣　小　泉　純一郎　様

人権侵害救済法の早期制定を求める意見書

１　はじめに
本格的な地方分権時代を迎え、各地の自治体で急速に行財政の改革が進められている。市政運営の柱として「福祉・少子高齢化対
策」「経済活性化対策」「教育・文化・人権」「都市基盤の整備」「市民参加と市政の改革」の５項目を設定し、何事においても先例・
慣行にとらわれることなく、創意工夫を加え、施策の選択と集中を基本として市政にまい進するという施政方針を立て取組んでこら
れた野坂市政だが、その気構えとは裏腹に、この約２年間の行財政運営を見る限り、漫然とした運営の域を超えることが出来ず、米
子市としての個性や方向性の見えない現状に、多くの市民が不安感と不満感を募らせている現状を否定できない。
併せて、平成の大合併後における周辺大規模都市との都市間競争や極めて厳しい財政事情に対する危機感の欠落、そして市当局の
意識と民意との乖離を強く憂慮するところである。
行財政改革問題等調査特別委員会は、昨年３月に議会としての提言をまとめ、市当局にその実行を求めてきたが、その回答を見る
限り、行財政改革に対する市当局の認識に危機感さえ覚える。
こうした市当局の認識は、行財政改革の現時点の取り組みに如実に現れており、「入札契約課」の設置など、一定の評価ができる

ものもある一方で、民間委託の推進や外郭団体の見直しなど、市当局自らが必要と判断し、あわせて本市議会の提言の柱として掲げ
た項目についてもほとんど未着手の状態で今日に至っている。
先般、市当局から資料提出された、「市議会提言に対する市長の政治姿勢」を見る限り、「市民の視点」や「利用者本位の視点」の
欠落や、スクラップ＆ビルドの考えが見えないなど基本的な視点に関して意識の相違を感じる部分が多いが、最も憂慮すべきことは、
行財政改革そのものに対する市当局の「意識の低さ」という問題である。
議会提言に対する当局からの回答も、「検討未着手」が多過ぎ、改革の遂行意欲が感じられず、「検討」「研究」の裏付けが不明確

で、説得力にも乏しく、幹部職員の意識と考えが見えないなど、これまで行財政改革にどれだけ本気で取り組み、回答が出るまでど
れだけ真剣に検討されたか疑問を感じざるを得ない。
こうした実態が物語るのは、トップも含め、これまでの行財政運営のあり方を見直すことに関しての意識改革がまったくできてお
らず、市全体として体質改善の意欲が極めて低い。
本年度末の淀江町との合併後は、１５万市民を抱える新たな「米子市」としてスタートを切るわけだが、現在のような市政運営が漫

然と行われる限りは、新「米子市」の将来見通しは極めて不透明で暗く、早急な意識改革と組織の建て直しが緊要な課題だと考える。

２　緊急的課題
（1）組織機構の見直しと改革

本市の組織・機構は、このたび執行部から示された時代潮流や地域課題に的確に対応できる組織とは言い難く、鳥取県や周辺の
市町村と比較してみても、非常に硬直化した組織・機構と言わざるを得ない。
そういう状況下にありながら、本市議会の提言後相当の期間が経過したにもかかわらず、大半の項目が検討されないまま今日に
至っており、冒頭に述べたこととも重なるが、「組織・機構の見直し」に対する執行部の意識の低さを憂慮するものである。
市議会の提言も含め、早急に見直し作業に着手されることを重ねて提言するが、その際、忘れてはならないのが「市民の視点」
である。しかしながら、執行部とのこれまでのやり取りの中で、市議会の考える「市民の視点」と執行部の考える「市民の視点」
に相当の乖離があることを実感した。「組織・機構の見直し」が決して職員のためのものであってはならないことを申し添える。
また、直接的な組織・機構の見直しではないものの、新市発足後、非常に重要な行政課題として対応すべく、公民館の位置付け
等、住民自治への考えが政策・施策に現れていないことについて強い不満を覚えるものである。

（2）定員管理の適正化
一部実施済みの項目もあるものの、いずれも比較的簡易な制度改正にしか着手されておらず、個々の実施事務事業に係る公共性
と非公共性の洗い直しや外部委託・事務事業の廃止による合理化は未だ実施されていない。
さらに、本来、定員管理の有効な方策であるはずの淀江町との合併に関し、淀江支所に必要以上とも推測される権限の付与と職
員配置を行ったことにより、合併効果を期待するどころか、今後の定員管理の適正化に係る新たな課題を生じさせる結果となっ
ている。

米子市の行政改革に関する議会提言（最終提言）



所
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
音
声
誘
導

装
置
が
米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
や
ふ
れ
あ
い
の
里
な
ど
の
１０
箇

所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
音
声
誘
導

装
置
の
設
置
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

施
設
や
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
制

定
さ
れ
た
「
鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
条
例
」
の
整
備
基
準
項
目
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
本
市
と
し
て
も
、

公
共
施
設
の
新
設
や
改
修
に
当
た
っ

て
は
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
整
備
に

努
め
て
い
る
が
、
今
後
と
も
、
視
覚

障
が
い
の
あ
る
当
事
者
、
関
係
者
及

び
関
係
団
体
か
ら
の
意
見
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
音
声
誘
導
装
置
の
設
置

促
進
に
努
め
て
い
き
た
い
。

■
議
員
　
（1）
「（
仮
称
）伯
耆
の
国
よ

な
ご
文
化
創
造
計
画
」
の
中
で
、
市

立
図
書
館
は
中
心
的
な
役
割
を
担
う

も
の
と
期
待
し
て
い
る
が
、
そ
の
位

置
付
け
、
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

（2）
今
後
ど
の
よ
う
な
図
書
館
を
目

■
議
員
　
視
覚
障
が
い
の
あ
る
方
を

建
物
に
誘
導
す
る
音
声
誘
導
装
置
等

の
設
置
が
、
米
子
市
で
は
大
変
遅
れ

て
い
る
。
市
役
所
、
公
会
堂
、
文
化
ホ

ー
ル
、
公
民
館
な
ど
の
不
特
定
多
数

の
人
が
利
用
す
る
建
物
に
は
設
置
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
視
覚
障
が
い
の
あ
る
方
を

建
物
に
誘
導
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、

電
子
チ
ャ
イ
ム
に
よ
り
常
時
出
入
口

を
お
知
ら
せ
す
る
方
式
と
小
型
発
信

機
等
を
使
い
、
音
声
に
よ
り
案
内
を

す
る
音
声
誘
導
装
置
の
２
つ
の
方
式

が
あ
る
。
現
在
、
市
内
の
公
共
施
設

で
は
、
誘
導
用
電
子
チ
ャ
イ
ム
が
米

子
市
役
所
本
庁
舎
と
米
子
駅
の
２
箇

創刊号（季刊）（13） 平成17年5月1日

こうした現状は、定員管理の適正化に係る執行部の認識が浅く、その取り組み姿勢は危機感の欠如を如実に表すものであり、早
急に「定員適正化計画」を策定し、組織・機構のスリム化を実現されるよう重ねて提言する。

（3）給与の適正化
提言の大半は実施する方向で検討中であり、その点は評価したい。現在、検討中の提言について早急に方針を定め、実施に向け
て努力されることを強く要請するが、その際、職員組合との協議が必要となることは理解できるものの、これまで、労使交渉の
結果及び協定事項等の情報が住民に公表されていない。
「市役所改革」が市政運営の基本理念の一つである限り、可能な限りの労使交渉の情報公開は必要だと考える。前項の「定員管
理の適正化」及び後述する「民間委託」等、実施に当たって職員組合との協議を行うものについては、今後、全ての交渉結果及
びこれまでの協定事項等の公表を強く求めるものである。

（4）補助金・助成金・負担金の見直し
補助金・負担金については、支援の必要性という観点よりも、これまでの前例に基づき漫然と支出されている感が否めない。と
りわけ、補助金の支出は、本来、臨時的に行うものであり、直接的な利害関係のない第三者の視点で、政策的な傾斜配分に考慮
しつつも公平・公正な判断基準や支援の基準を定め、その必要性の有無を検討することが必要である。
そういう意味において、市当局が実施したという「補助金の一律２０％削減」は真の見直しとは言い難く、早急に第三者の審査
機関を設け、負担金・補助金の抜本的な見直しに着手されるよう再度提言する。

（5）外郭団体の見直し（整理・合理化）
本市議会としては、民間委託の推進と同様に提言の柱の一つとして取り上げているにもかかわらず、これまで抜本的な見直しは
ほとんど実施されておらず、ここで重ねて述べるが、執行部の取組み姿勢の低さを憂慮するものである。
これまでの当局の対応は、指定管理者制度への対応との関連を口実に、本件に関する抜本的な見直しを先送りしているとしか見
えず、また、「指定管理者制度」そのものの基本的な判断基準も見えにくいものとなっている。
決して、検討・着手を先送りすることなく、早急に実績をあげるような取り組みを強く要請する。

（6）民間委託
国・地方を通じた危機的な財政環境の中で、地方分権への的確な対応を可能にするためには、アウトソーシングは不可欠の要素
となっているどころか、地方財政計画自体がアウトソーシングを前提とした組立てとなっていると言っても過言ではない。
こうした状況を踏まえ、本市議会としては、「民間委託」を提言の柱の一つとし、また本会議においても再三取り上げているに
もかかわらず、これまで行政サービスの維持や効率性など、根本的な見直しはされておらず、基本的な判断基準さえ見えず、こ
の課題についても、執行部の意識の低さを憂慮するものである。
「現在実施中の事務量調査の結果を受けて」という当局の見解であるが、本件が目下の重要かつ緊急的課題であることについて
認識を改め、早急に的確な対応をされるよう強く求めるものである。

３　新市への引継ぎ
本市は、本年３月３１日付けをもって淀江町と新設合併し、新「米子市」となるが、現米子市の行財政改革に係る課題や未着手事

項については、本市議会の提言も含めて、当然、新市に引き継がれるべきものと考えている。
また、このたびの提言に対する当局の対応を通して感じたのは、「セクション主義」「縦割り行政」の意識が依然として根強く蔓延
し、行財政改革に係る指示命令系統や指示のあり方に疑問が多く、改革のスピードが極めて遅いということである。
これは、現在の行財政改革の推進体制が非常に脆弱で、かつ責任の所在が不明確になっていることに起因するものであろうことが
推察される。
新市における行財政改革の推進体制については、現在のような課長級の「行革担当主査」ではなく、さらに権限を強化し、トップ
ダウンによる徹底した進行管理を可能とする体制が不可欠だと考える。
本市議会は、在任特例により、新市発足後１年３か月の間、市政運営に関わることとなるが、新市においても、行財政改革は最重
要課題の一つと認識しており、市当局との強力な連携を惜しむものではない。
市当局においても、行財政改革を新市の最重点課題とし、これまで以上に責任感とスピード感を持って、真の行財政改革を断行さ
れることを切に望むものである。

市
政
一
般
に
対
す
る
質
問

尾
崎

お
ざ
き

太
光
子

た

み

こ

議
員
（
し
ん
せ
い
）

視
覚
障
が
い
者
用
音
声
シ
グ
ナ
ル

（
エ
ー
ド
シ
グ
ナ
ル
）
に
つ
い
て

質
問
と
答
弁
に
つ
い
て
は
、
誌
面
の
都
合
上
、
１
人
２
項
目
以
内
と
し
て
、

要
約
し
て
掲
載
し
ま
し
た
。

（
仮
称
）
伯
耆
の
国
よ
な
ご
文
化
創
造

計
画
の
中
で
の
図
書
館
の
位
置
付
け

に
つ
い
て



創刊号（季刊）

指
し
て
い
く
の
か
、
事
業
計
画
に
つ

い
て
伺
う
。

■
教
育
長
　
（1）
図
書
館
は
生
涯
学
習

の
拠
点
施
設
で
あ
り
、
子
ど
も
か
ら

高
齢
者
ま
で
、
市
民
の
学
習
活
動
や

学
校
教
育
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め

の
情
報
の
拠
点
と
し
て
、
大
き
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
。
少
子
高
齢
化
社

会
を
迎
え
た
今
日
、
誰
も
が
健
康
で

長
生
き
す
る
だ
け
で
な
く
、
生
涯
を

通
じ
て
学
び
続
け
て
い
く
こ
と
で
、

豊
か
な
人
生
を
過
ご
し
た
い
と
願
っ

て
い
る
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
対

し
て
は
、
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
力

な
ど
の
「
生
き
る
力
」、
豊
か
な
感
性

や
情
操
、
思
い
や
り
の
心
を
育
む
教

育
活
動
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
ど
こ
が
中
心
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
情
報
の
共
有
化
を
図
る
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
資
源
や
特
性

を
最
大
限
活
用
し
て
い
き
た
い
。

（2）
実
施
計
画
を
策
定
し
て
い
く
中

で
、
詳
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
な

る
。
図
書
館
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

暗
い
、
狭
い
と
市
民
に
不
評
で
あ
っ

た
の
で
、
１５
万
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い

施
設
に
し
て
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
「
よ
な
ご
の
水
」
の
販
売
に
つ
い

て

■
議
員
　
野
坂
市
長
は
、「
生
活
充
実

都
市
よ
な
ご
」
を
掲
げ
、
市
政
に
ま

い
進
さ
れ
、
行
政
経
費
の
削
減
や
少

子
高
齢
化
対
策
な
ど
一
定
の
評
価
を

認
め
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
あ

ま
り
に
も
行
政
事
務
的
な
課
題
処
理

が
多
く
、
米
子
市
の
活
性
化
と
い
う

面
で
は
、
力
量
不
足
の
感
は
否
め
な

い
。
市
民
も
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
見

て
い
る
が
、ど
う
理
解
し
て
い
る
か
。

■
市
長
　
市
民
は
様
々
な
受
け
止
め

方
を
さ
れ
る
と
思
う
が
、
理
解
が
得

ら
れ
る
よ
う
更
に
努
め
な
が
ら
、
今

後
も
全
力
を
尽
く
し
た
い
。

■
議
員
　
財
政
健
全
化
に
向
け
て
の

成
果
に
つ
い
て
伺
う
。

■
市
長
　
昨
年
度
に
引
き
続
き
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
（
基
礎
的
財
政

収
支
）
を
考
慮
し
、
新
発
債
の
抑
制

に
努
め
た
ほ
か
、
流
通
業
務
団
地
の

借
地
制
度
の
導
入
、
補
助
金
・
負
担

金
の
見
直
し
な
ど
、
財
政
健
全
化
に

向
け
て
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
取
組
を

進
め
て
き
た
。

■
議
員
　
鳥
取
市
や
松
江
市
が
大
合

併
を
し
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
米
子

市
は
何
か
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
新
市
誕
生
へ
の
気
運
も
一
向
に

盛
り
上
が
ら
な
い
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
機
会
あ
る
ご
と
に
合
併
の

意
義
を
訴
え
て
き
た
が
、
一
体
化
を

推
進
し
、
行
財
政
改
革
を
進
め
な
が

ら
、
活
力
あ
る
新
市
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
議
員
　
財
政
課
題
の
解
決
に
向
け

て
の
展
望
と
そ
の
都
市
像
に
至
る
具

体
的
で
骨
太
な
筋
道
が
見
え
て
こ
な

い
。
新
市
の
ト
ッ
プ
に
は
ス
ピ
ー
ド

感
が
あ
る
分
か
り
や
す
い
行
政
を
求

め
た
い
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
ご
指
摘
の
点
は
真
摯
し
ん
し

に
受

け
止
め
、
よ
り
一
層
ス
ピ
ー
ド
感
の

あ
る
分
か
り
や
す
い
行
政
に
努
め
て

い
き
た
い
。

■
議
員
　
市
民
の
声
を
無
視
し
、
議

員
の
姿
意
し

い

と
思
わ
れ
て
も
し
か
た
の

な
い
在
任
特
例
で
決
定
さ
れ
た
合
併

協
議
会
で
の
討
議
の
不
透
明
さ
に
つ

い
て
、
多
く
の
市
民
か
ら
不
満
の
声

を
耳
に
す
る
。
当
時
、
合
併
協
議
会

の
会
長
で
あ
っ
た
野
坂
市
長
は
、
改

め
て
在
任
特
例
の
決
定
に
至
っ
た
理

由
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
れ
る
必
要

が
あ
る
と
思
う
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
両
市
町
の
現
状
、
課
題
及

び
合
併
協
議
の
経
過
を
熟
知
し
て
い

る
議
員
各
位
が
、
新
市
誕
生
か
ら
１

年
３
か
月
間
、
新
市
の
議
会
議
員
と

し
て
在
任
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
米
子

市
へ
の
円
滑
な
移
行
に
尽
力
い
た
だ

け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
理
由

で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

■
議
員
　
先
見
性
を
持
つ
こ
と
は
、

指
導
者
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
な
こ

と
で
あ
る
。
先
見
性
が
な
い
者
は
指

導
者
と
し
て
の
資
格
が
な
い
。
今
後

に
お
い
て
も
、
先
見
性
を
養
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

■
議
員
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の

責
務
と
し
て
、
発
達
障
が
い
の
早
期

発
見
や
支
援
な
ど
に
つ
い
て
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
よ
う
定
め
ら
れ
た「
発

達
障
害
者
支
援
法
」
が
本
年
４
月
か

ら
施
行
さ
れ
る
。
平
成
17
年
度
の
国

の
予
算
案
（
厚
生
労
働
省
関
係
）
で

は
、
発
達
障
が
い
に
対
す
る
支
援
の

た
め
の
予
算
が
約
７
億
円
計
上
さ
れ

て
お
り
、
乳
幼
児
期
か
ら
成
人
ま
で

の
一
貫
し
た
支
援
を
行
う
「
発
達
障

害
者
支
援
体
制
整
備
事
業
」
や
「
自

閉
症
・
発
達
障
害
支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
事
業
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

特
に
、「
自
閉
症
・
発
達
障
害
支
援
セ

ン
タ
ー
」
は
全
国
に
19
箇
所
し
か
な

く
、
米
子
市
で
も
設
置
促
進
が
望
ま

れ
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
「
発
達
障
害
者
支
援
法
」

で
は
、
セ
ン
タ
ー
の
設
置
主
体
は
都

道
府
県
と
な
っ
て
お
り
、
鳥
取
県
で

は
昨
年
６
月
に
「
自
閉
症
・
発
達
障

害
支
援
セ
ン
タ
ー
・
エ
ー
ル
」
を
倉

吉
市
に
設
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
エ
ー
ル
は
、
県
内
全
域
を
対
象

と
し
て
、
幼
児
期
か
ら
成
人
期
ま
で

一
貫
し
て
自
立
を
テ
ー
マ
に
支
援
し
、

巡
回
相
談
も
実
施
さ
れ
る
と
伺
っ
て

い
る
。
米
子
市
へ
の
設
置
が
望
ま
し

い
と
は
思
う
が
、
現
時
点
で
は
、
そ

の
実
現
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
の
で
、当
面
は
、倉
吉
市
の

エ
ー
ル
の
利
用
に
努
め
て
い
き
た
い
。

■
議
員
　
民
間
団
体
、
地
方
自
治
体

等
が
地
域
の
防
犯
の
た
め
に
、
自
主

的
に
行
う
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
に
お
い

て
使
用
す
る
自
動
車
に
青
色
回
転
灯

を
装
備
す
る
こ
と
の
基
準
が
、
平
成

16
年
12
月
か
ら
緩
和
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
の
青
色
回
転
灯
を
装

備
し
た
自
動
車
に
よ
る
自
主
防
犯
パ

ト
ロ
ー
ル
は
、本
市
に
お
け
る
安
全
・

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与

平成17年5月1日 （14）

中
村

な
か
む
ら

昌
哲

し
ょ
う
て
つ

議
員
（
新
風
）

野
坂
市
長
の
新
市
に
対
す
る

施
策
、
目
標

原は
ら

紀
子

の
り
こ

議
員
（

）

発
達
障
が
い
児
（
者
）
に
対
す

る
支
援
に
つ
い
て

青
色
回
転
灯
を
装
備
し
た
自
動

車
で
の
自
主
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

実
施
に
つ
い
て

公
明
党

議
員
団
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す
る
も
の
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
近
年
の
社
会
構
造
や
経
済

状
況
の
変
化
に
伴
っ
て
、
犯
罪
は
複

雑
・
多
様
化
し
て
い
る
が
、
一
方
で

は
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
、
住
民
の
間
で
は
自
主
的
な
防
犯

活
動
の
機
運
が
高
ま
り
を
見
せ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
１２
月
か
ら

の
運
用
開
始
に
伴
い
、
こ
の
青
色
回

転
灯
を
装
備
し
た
自
動
車
に
よ
る
自

主
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
は
、
す
で
に
実

施
し
て
い
る
団
体
等
が
あ
り
、
市
内

に
お
い
て
も
近
い
う
ち
に
運
用
を
予

定
さ
れ
て
い
る
団
体
が
あ
る
と
聞
い

て
い
る
。
本
市
で
は
、
地
域
、
警
察
、

学
校
な
ど
関
係
機
関
と
と
も
に
米
子

市
防
犯
協
議
会
を
組
織
し
、
地
域
に

お
け
る
防
犯
対
策
の
推
進
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
本
市
で
の
青
色
パ
ト
導

入
は
、
一
般
職
員
に
新
た
な
業
務
を

課
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
指
導
権
限

を
有
す
る
職
員
に
限
っ
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
行
財
政
改
革
に
つ
い
て

○
若
年
者
支
援
に
つ
い
て

■
議
員
　
本
市
が
山
陰
の
宿
泊
拠
点

と
し
て
発
展
す
る
た
め
の
具
体
的
方

策
の
メ
ニ
ュ
ー
と
ツ
ー
ル
を
伺
う
。

■
市
長
　
皆
生
温
泉
で
は
、「
皆
生
温

泉
素
鳳
ふ
る
さ
と
館
」
の
開
設
、「
散

策
ロ
ー
ド
」の
設
定
、「
ラ
イ
フ
セ
ー

ビ
ン
グ
活
動
」
の
充
実
な
ど
、
旅
館
、

地
域
住
民
、
行
政
が
一
体
と
な
っ
て

事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
ツ
ー
ル
と

し
て
は
、
新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
等

の
従
来
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
を

は
じ
め
、
観
光
用
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
携
帯
サ
イ
ト
を
設
定
す
る
こ
と
も

考
え
て
い
る
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、

利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
詳
細
な

情
報
が
提
供
で
き
、
携
帯
し
て
観
光

で
き
る
も
の
を
用
意
し
た
い
。

■
議
員
　
観
光
パ
ッ
ケ
ー
ジ
案
の
中

で
、
そ
の
他
の
具
体
的
施
策
に
は
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

■
市
長
　
Ｊ
Ｒ
境
線
の
観
光
路
線
化

に
取
り
組
む
が
、
妖
怪
を
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
し
て
、
米
子
駅
か
ら
境
港
駅

を
装
飾
し
、
映
画「
妖
怪
大
戦
争
」と

併
せ
て
誘
客
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

■
議
員
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
Ｉ

Ｔ
活
用
具
体
的
施
策
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
の
か
。

■
市
長
　
携
帯
し
て
観
光
で
き
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
に
二
次
元
コ
ー
ド
を
印

刷
し
、
携
帯
電
話
で
コ
ー
ド
を
読
み

取
り
、
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
に
よ
り
、
詳
細
な
情
報
を
簡
単
に

入
手
で
き
る
仕
掛
け
が
考
え
ら
れ
る
。

■
議
員
　
（1）
イ
ズ
ミ
進
出
に
よ
り
、

市
内
の
大
規
模
小
売
店
、
と
り
わ
け

中
心
市
街
地
に
位
置
す
る
高
島
屋
、

米
子
駅
前
サ
テ
ィ
に
与
え
る
影
響
は

ど
の
程
度
と
考
え
る
か
。

（2）
本
市
で
は
大
規
模
小
売
店
、
中

小
小
売
店
と
も
に
売
上
が
落
ち
て
い

る
。
な
ぜ
、「
も
の
」
が
売
れ
な
く
な

っ
て
き
た
と
考
え
る
か
。

（3）
「
も
の
」
が
売
れ
な
く
な
っ
て

い
る
原
因
の
一
つ
に
、
コ
ン
ビ
ニ
等

の
カ
ス
タ
マ
ー
商
法
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
、
カ
タ
ロ
グ
シ
ョ
ッ

プ
、
テ
レ
ホ
ン
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、
特

定
の
カ
ス
タ
マ
ー
（
顧
客
）
ニ
ー
ズ

に
応
え
ら
れ
る
商
売
の
躍
進
が
考
え

ら
れ
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
（1）
全
市
的
に
影
響
が
あ
る

と
は
思
う
が
、
具
体
的
な
影
響
の
程

度
は
、
既
存
の
百
貨
店
、
ス
ー
パ
ー
、

中
小
小
売
店
舗
の
数
や
分
布
、
道
路
、

交
通
の
便
、
商
圏
人
口
や
そ
の
購
買

力
等
、
多
く
の
要
素
が
複
雑
に
絡
ん

で
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

現
段
階
で
は
、
不
確
定
要
素
が
多
い

た
め
、
影
響
の
程
度
を
推
測
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

（2）
不
況
に
よ
る
買
い
控
え
や
単
価

の
下
落
の
ほ
か
、
そ
の
圏
域
に
お
け

る
大
規
模
小
売
店
の
立
地
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（3）
商
業
統
計
に
は
表
れ
て
な
い
が
、

商
品
販
売
額
の
数
値
を
減
少
さ
せ
る

要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

■
議
員
　
今
後
の
自
治
体
経
営
に
と

っ
て
は
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
能
力

を
い
か
に
向
上
さ
せ
る
か
と
い
う
こ

と
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
挑
戦
す

る
意
欲
、
創
造
す
る
能
力
が
必
要
で

あ
り
、人
材
育
成
も「
能
力
開
発
型
」に

変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
長

は
、
職
員
研
修
の
充
実
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
認
識
を
し
、
就
任
以
来
ど

（15） 平成17年5月1日

の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
。

■
市
長
　
職
員
研
修
は
人
材
育
成
の

方
法
論
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
人
材
育
成
は
、
職
員
一
人
ひ
と

り
が
自
己
啓
発
に
積
極
的
に
努
め
る

な
ど
主
体
的
な
取
組
が
重
要
で
あ
り
、

管
理
職
は
人
材
育
成
を
重
要
な
職
務

と
し
て
自
覚
し
、
学
習
し
や
す
い
職

場
環
境
づ
く
り
を
行
い
な
が
ら
、
自

ら
が
先
頭
に
立
ち
自
己
啓
発
に
取
り

組
む
姿
勢
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
研
修
で
は
、
職
場
研
修
が
効
果

的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
管
理
者
に
対

す
る
研
修
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、

職
員
が
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
職
場
内
で
の
支
援
体
制
の
確
立
、

派
遣
研
修
等
の
職
場
外
研
修
修
了
者

の
経
験
を
職
場
研
修
に
生
か
す
工
夫
、

更
に
現
在
専
門
研
修
で
行
っ
て
い
る

公
募
制
の
拡
充
な
ど
、
自
発
的
な
能

力
向
上
に
努
め
る
意
欲
を
持
た
せ
る

よ
う
取
り
組
ん
で
き
た
。

■
議
員
　
や
る
気
を
引
き
出
す
人
事

政
策
と
し
て
、
以
下
伺
う
。

（1）
現
在
の
年
功
序
列
型
人
事
制
度

に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

（2）
昇
任
試
験
制
度
に
は
メ
リ
ッ
ト
・

デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

（3）
能
力
・
実
績
に
応
じ
た
給
与
制

度
の
改
革
に
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

八
幡

や
わ
た

美
博

よ
し
ひ
ろ

議
員
（
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
）

職
員
研
修
の
充
実
に
つ
い
て

イ
ズ
ミ
出
店
計
画
に
み
る
米
子

市
の
商
業
政
策
の
現
状
と
課
題

昇
任
試
験
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

岩い
わ

P
康
朗

や
す
ろ
う

議
員
（
新
風
）

米
子
市
の
観
光
集
客
施
設
に

つ
い
て
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■
議
員
　
（1）
学
校
で
の
危
険
時
に
対

す
る
取
組
状
況
を
伺
う
。

（2）
地
域
と
の
連
携
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
か
。

（3）
不
審
者
の
学
校
侵
入
を
想
定
し

た
避
難
訓
練
を
行
っ
て
い
る
学
校
も

あ
る
が
、
他
市
の
取
組
を
把
握
し
て

い
る
か
。

（4）
非
常
通
報
シ
ス
テ
ム
の
設
置
を

検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う

が
い
か
が
か
。

■
教
育
長
　
（1）
学
校
で
は
、
①
安
全

確
保
の
た
め
の
教
職
員
の
連
絡
体
制

の
整
備
②
学
校
の
実
態
に
合
わ
せ
た

非
常
時
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備

③
学
校
来
訪
者
へ
の
積
極
的
な
声

か
け
や
名
札
着
用
の
依
頼
―
な
ど
、

様
々
な
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

（2）
地
域
の
方
の
協
力
の
下
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

（3）
そ
の
訓
練
は
、
昨
年
度
か
ら
実

施
を
始
め
、
今
年
度
は
全
小
学
校
で

行
っ
て
い
る
。
他
市
の
取
組
状
況
は

把
握
し
て
い
な
い
が
、
で
き
る
こ
と

が
あ
れ
ば
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

（4）
警
察
に
自
動
的
に
通
報
さ
れ
る

シ
ス
テ
ム
は
、
試
験
的
に
湊
山
中
学

校
区
内
３
校
周
辺
の
通
学
路
に
設
置

し
て
い
る
。
学
校
施
設
内
の
通
報
シ

ス
テ
ム
は
、
小
学
校
及
び
養
護
学
校

で
は
、
校
舎
各
階
、
体
育
館
、
プ
ー

ル
に
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
設
置
し
て
お

り
、
異
常
が
あ
れ
ば
職
員
室
に
通
報

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

■
市
長
　
（1）
す
べ
て
の
職
員
が
年
齢

に
よ
っ
て
昇
任
す
る
こ
と
は
、
問
題

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
年
齢
、

勤
続
年
数
、
勤
務
経
歴
等
を
踏
ま
え
、

本
人
の
職
務
遂
行
能
力
、
仕
事
に
対

す
る
意
欲
、
職
務
へ
の
適
応
性
等
を

総
合
的
に
判
断
し
て
昇
任
さ
せ
る
こ

と
は
、
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

（2）
メ
リ
ッ
ト
は
、
職
員
の
能
力
の

客
観
的
把
握
、
意
欲
の
向
上
、
緊
張

感
の
創
出
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、

デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
筆
記
試
験
で
能
力

全
体
が
計
れ
な
い
こ
と
、
職
場
の
雰

囲
気
が
ギ
ス
ギ
ス
す
る
、勉
強
、準
備

の
時
間
、
条
件
に
恵
ま
れ
な
い
職
員

に
不
利
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（3）
評
価
方
法
の
確
立
が
大
切
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
現
在
、
国
で
検

討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
考
に

し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
市
長
の
基
本
政
策
に
つ
い
て

■
議
員
　
米
子
市
次
世
代
育
成
支
援

地
域
行
動
計
画
に
つ
い
て
以
下
伺
う
。

（1）
計
画
案
を
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に

委
託
し
た
た
め
、
米
子
の
特
色
が
感

じ
ら
れ
な
い
が
い
か
が
か
。

（2）
計
画
策
定
の
段
階
で
市
民
自
ら

考
え
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
。

（3）
計
画
策
定
審
議
会
が
３
回
開
催

さ
れ
た
が
、
時
間
不
足
、
議
論
不
足

で
は
な
い
か
。

（4）
当
事
者
で
あ
る
子
ど
も
が
不
在

で
は
、
現
状
も
課
題
も
把
握
で
き
な

い
。
子
ど
も
の
声
は
ど
う
反
映
さ
れ

る
の
か
。

■
市
長
　
（1）
委
託
し
た
業
務
は
、
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
等
に
よ
る
現
状
分
析

や
既
存
の
計
画
等
の
整
理
を
主
な
業

務
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
計
画
の
す

べ
て
で
は
な
い
。

（2）
保
健
医
療
、
教
育
環
境
、
労
働

環
境
、
児
童
福
祉
の
各
分
野
か
ら
１８

人
の
出
席
を
賜
り
審
議
い
た
だ
い
た
。

（3）
審
議
会
は
３
回
で
も
活
発
な
議

論
で
密
度
の
濃
い
審
議
と
な
っ
た
。

（4）
そ
れ
ぞ
れ
の
施
策
を
実
施
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
子
ど
も
の
声
も
含

め
、
市
民
の
意
見
を
踏
ま
え
、
実
施

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
計
画
の
中
で
の
子
ど
も

の
参
加
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な

交
流
と
体
験
活
動
な
ど
を
推
進
し
、

は
規
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

（2）
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
な
る

法
人
等
の
選
定
は
、
当
該
法
人
が
行

お
う
と
す
る
業
務
の
内
容
そ
の
も
の

に
つ
い
て
、
客
観
的
な
視
点
を
も
っ

て
審
査
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、

外
部
の
委
員
に
よ
り
構
成
す
る
選
定

委
員
会
の
意
見
を
伺
う
こ
と
と
し
て

い
る
。
よ
っ
て
、
指
定
管
理
者
の
候

補
者
の
選
定
は
、
公
平
、
公
正
に
行

わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
当
然
、

そ
の
役
員
に
市
長
、
議
員
等
が
就
い

て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
選
定
の
公

平
性
、
公
正
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え

て
い
る
。

■
議
員
　
（1）
鳥
取
県
と
島
根
県
知
事

の
平
成
13
年
６
月
の
確
認
書
で
は
、

大
橋
川
拡
幅
事
業
の
着
工
の
条
件
に

つ
い
て
「
本
庄
工
区
の
堤
防
開
削
の

具
体
的
方
針
が
確
定
さ
れ
な
い
限
り
、

拡
幅
工
事
の
実
施
に
つ
い
て
同
意
し

な
い
」
と
し
て
い
た
。
昨
年
12
月
22

日
の
両
県
知
事
会
談
の
概
要
を
見
る

と
「
大
橋
川
改
修
事
業
の
取
扱
い
は
、

中
海
協
議
会
で
の
協
議
を
経
て
、
堤

防
開
削
の
実
施
が
確
定
し
た
段
階
で
、

平
成
13
年
両
県
確
認
書
の
内
容
に
該

当
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
両
県
が

認
識
し
た
」
と
あ
る
。
こ
の
両
県
の

認
識
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

参
加
機
会
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ

と
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
事
務
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
■
議
員
　
（1）
指
定
の
手
続
を
定
め
る

条
例
に
お
い
て
、
市
長
や
議
員
が
役

職
に
就
い
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団

体
は
指
定
管
理
者
に
な
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
る
規
定
を
入
れ
な
い
と

し
た
理
由
は
何
か
。

（2）
県
の
条
例
に
倣
い
、
公
平
性
、

公
正
性
か
ら
も
市
長
や
市
議
な
ど
が

役
員
で
あ
る
法
人
等
を
排
除
す
る
と

の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が

い
か
が
か
。

■
市
長
　
（1）
指
定
管
理
者
制
度
に
関

し
て
は
、
地
方
自
治
法
上
、
兼
業
禁

止
規
定
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
前

記
の
規
定
を
市
の
条
例
に
設
け
る
こ

と
は
、
十
分
な
検
討
を
要
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
外
郭
団
体
と
の
関
係
も

あ
り
、
あ
え
て
、
今
回
の
条
例
案
に
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創刊号（季刊）

■
議
員
　
鳥
取
県
内
の
小
中
・
養
護

学
校
で
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
率
は

12
・
４
　
で
あ
り
、
そ
の
設
置
済
の

34
校
中
、
本
市
の
小
学
校
が
23
校
を

占
め
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、

各
学
校
の
校
門
を
望
め
る
位
置
に
監

視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
、
教
員
室
内
に

映
像
を
映
す
モ
ニ
タ
ー
が
あ
り
、
昼

間
は
教
諭
が
チ
ェ
ッ
ク
し
、
校
門
の

出
入
り
を
監
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
昼
間
は
教
諭
も
授

業
な
ど
で
非
常
に
多
忙
で
あ
り
、
四

六
時
中
モ
ニ
タ
ー
を
監
視
で
き
る
状

況
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
各
学

校
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
モ
ニ
タ
ー

の
監
視
を
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

中
学
校
で
の
防
犯
対
策
は
ど
の
よ
う

な
進
ち
ょ
く
状
況
か
伺
う
。

■
教
育
長
　
監
視
す
る
た
め
の
人
員

は
配
置
し
て
お
ら
ず
、
何
か
変
わ
っ

た
こ
と
が
あ
れ
ば
教
職
員
の
誰
か
が

気
が
付
く
よ
う
に
、
職
員
室
に
モ
ニ

タ
ー
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
授

業
中
は
、
職
員
室
に
は
教
頭
と
事
務

職
員
し
か
い
な
い
の
で
、
不
審
者
が

映
っ
た
と
し
て
も
、
す
ば
や
く
通
り

過
ぎ
た
場
合
は
気
が
つ
か
な
い
可
能

性
も
あ
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

中
学
校
の
防
犯
対
策
は
、
防
犯
カ
メ

ラ
な
ど
の
ハ
ー
ド
面
の
整
備
は
し
て

い
な
い
が
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
整
備
な
ど
、
教
職
員
、
生
徒
が
適

切
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機

に
対
処
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員
　
子
ど
も
た
ち
を
不
審
者
か

ら
守
る
た
め
に
、
市
民
と
の
犯
罪
防

止
の
相
互
理
解
、意
識
啓
発
や
地
域
・

行
政
が
一
体
と
な
っ
た
防
犯
へ
の
取

組
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
そ
の
た

め
に
も
、
市
役
所
の
公
用
車
に
「
安

全
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
中
」
な
ど
と
書

い
た
防
犯
ス
テ
ッ
カ
ー
を
取
り
付
け

る
と
、
職
員
が
用
務
で
移
動
す
る
際

に
、
地
域
を
巡
回
し
て
い
る
よ
う
で
、

大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
る
と
考
え

る
が
、
実
施
す
る
考
え
は
な
い
か
。

■
市
長
　
本
市
で
は
、
市
道
等
の
街

路
灯
の
整
備
や
自
治
会
が
設
置
す
る

防
犯
灯
の
助
成
に
も
努
め
て
お
り
、

地
域
住
民
の
協
力
に
よ
る
「
子
ど
も

か
け
こ
み
１
１
０
番
」
の
家
を
全
校

区
で
お
願
い
し
て
い
る
。
ま
た
、
昨

年
か
ら
小
学
校
児
童
の
登
下
校
の
安

全
対
策
と
し
て
防
犯
ブ
ザ
ー
の
貸
与

を
開
始
し
た
。
今
後
更
に
、
警
察
や

地
域
関
係
者
、
関
係
団
体
に
連
携
、

協
力
を
お
願
い
し
な
が
ら
、
効
果
的

な
対
策
を
研
究
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
が
、
ご
提
案
の
防
犯
ス
テ

ッ
カ
ー
も
含
め
て
検
討
し
た
い
。

■
議
員
　
郵
便
局
、
タ
ク
シ
ー
会
社

等
と
連
携
し
て
実
施
し
て
い
る
市
町

村
も
あ
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
関
係
機
関
と
の
連
携
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
、
市
の
方
で
ど
う
い

う
対
応
が
で
き
る
の
か
を
検
討
し
た

上
で
、
検
討
し
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
明
る
い
長
寿
社
会
を
め
ざ
し
て

■
議
員
　
「
米
子
市
の
財
政
は
厳
し

い
状
況
に
あ
る
」
と
し
ば
し
ば
随
所

で
耳
に
す
る
。
財
政
が
厳
し
い
、
余

裕
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
米
子
市

又
は
地
域
の
発
展
の
た
め
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
欠
け
る
こ
と
で
あ
り
、
生
活

充
実
都
市
づ
く
り
を
期
待
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
厳
し
い
状
況

（2）
２
月
の
中
海
協
議
会
で
治
水
や

水
質
浄
化
に
つ
い
て
十
分
納
得
い
く

説
明
が
得
ら
れ
た
と
考
え
る
の
か
。

■
市
長
　
（1）
両
県
知
事
会
談
で
は
、

平
成
１３
年
に
交
わ
さ
れ
た
大
橋
川
の

測
量
、
調
査
及
び
設
計
の
実
施
に
つ

い
て
の
両
県
確
認
書
に
該
当
す
る
こ

と
を
両
県
知
事
が
認
識
し
た
旨
の
報

告
を
受
け
た
が
、
本
市
と
し
て
は
、

あ
く
ま
で
両
堤
防
の
開
削
が
必
要
と

の
認
識
で
あ
る
。

（2）
得
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

２
月
の
協
議
会
で
は
、
両
県
知
事
が

合
意
さ
れ
た
森
山
堤
防
の
幅
５０

開

削
、
西
部
承
水
路
堤
の
全
面
撤
去
、

揚
水
機
場
の
樋
管
利
用
で
の
条
件
で
、

農
林
水
産
省
が
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
実
施
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ

れ
ら
の
結
果
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
米
子
流
通
業
務
団
地
整
備
基
本
計

画
の
見
直
し
に
つ
い
て

○
循
環
型
社
会
形
成
と
下
水
道
汚
泥

処
理
に
つ
い
て

を
克
服
す
る
た
め
の
行
動
を
一
刻
も

早
く
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
以
下
伺
う
。

（1）
本
市
の
財
政
状
況
と
財
政
悪
化

の
原
因

（2）
財
政
健
全
化
に
向
け
た
取
組

■
市
長

（1）
長
引
く
景
気
低
迷
の
影

響
に
よ
る
市
税
収
入
の
激
減
や
国
の

三
位
一
体
改
革
に
伴
う
地
方
交
付
税

の
総
額
抑
制
、
国
庫
補
助
金
改
革
に

よ
る
一
般
財
源
化
な
ど
依
存
財
源
が

縮
減
さ
れ
る
一
方
、
歳
出
面
で
は
、

福
祉
関
係
扶
助
費
の
増
加
に
加
え
、

公
債
費
が
毎
年
度
伸
び
て
く
る
な
ど
、

義
務
的
経
費
の
増
大
が
主
な
要
因
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（2）
継
続
実
施
中
の
事
務
事
業
評
価

や
事
務
量
調
査
を
踏
ま
え
、
向
こ
う

３
か
年
に
財
政
再
建
の
た
め
に
集
中

的
な
取
組
を
行
い
、
お
お
む
ね
５
か

年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
仮
称
財
政

健
全
化
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
実
行
に

移
し
た
い
。
具
体
的
な
対
策
は
、
同

プ
ラ
ン
の
中
に
織
り
込
む
予
定
に
し

て
お
り
、
策
定
後
、
市
民
の
皆
様
に

公
表
す
る
予
定
に
し
て
い
る
。

■
議
員
　
現
在
の
社
会
情
勢
下
で
の

厳
し
い
財
政
状
況
の
解
消
に
は
、
単

純
に
歳
入
を
増
や
す
こ
と
は
相
当
の

困
難
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
歳
出
を

制
す
る
こ
と
、
減
ら
す
こ
と
が
重
要

（17） 平成17年5月1日

笠
谷

か
さ
や

悦
子

え
つ
こ

議
員
（

）

防
犯
カ
メ
ラ
モ
ニ
タ
ー
の
確
認

状
況
と
防
犯
対
策
の
進
ち
ょ
く

状
況
に
つ
い
て

公
用
車
に
防
犯
ス
テ
ッ
カ
ー
の

取
り
付
け
を

「
入
り
」
を
増
し
、「
出
る
」
を

制
す
る
具
体
的
な
方
策
及
び
施

策
に
つ
い
て

公
明
党

議
員
団

メ
ー

ト
ル

パ
ー

セ
ン
ト

門
脇

か
ど
わ
き

威
雄

た
け
お

議
員
（
し
ん
せ
い
）

米
子
市
財
政
の
現
状
認
識
に
つ

い
て



創刊号（季刊）

で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

（1）
歳
出
削
減
に
つ
い
て

①
民
間
委
託
②
人
件
費
の
見
直

し
へ
の
取
組

（2）
歳
入
増
加
策
に
つ
い
て

■
市
長

（1）
①
現
在
、
取
り
組
ん
で

い
る
事
務
量
調
査
の
中
で
、
民
間
へ

委
託
で
き
る
内
容
も
検
討
し
て
い
る

の
で
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
、
委
託

す
べ
き
と
判
断
し
た
分
野
は
民
間
に

委
託
し
、
更
な
る
合
理
化
に
徹
し
た

い
。
②
職
員
定
数
の
適
正
化
と
と
も

に
検
討
し
て
い
る
。

（2）
歳
入
の
根
幹
を
な
す
市
税
確
保

の
た
め
、
徴
収
体
制
の
強
化
や
使
用

料
・
手
数
料
な
ど
の
受
益
者
負
担
の

適
正
化
に
よ
る
財
源
確
保
に
向
け
た

取
組
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
現
行
の
地

方
自
治
法
の
下
で
、
地
方
公
共
団
体

が
収
入
で
き
得
る
費
目
が
限
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
範
囲
内
で
の
収

入
の
模
索
は
必
要
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
健
全
財
政
の
確
立
に
向

け
、
将
来
の
多
様
な
施
策
展
開
を
図

る
た
め
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講

じ
て
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
努
め
て

い
き
た
い
。

基
づ
き
、
今
後
実
施
④
女
性
委
員
の

登
用
に
努
め
た
結
果
、
昨
年
６
月
現

在
で
登
用
率
は
２６
・
８
　
で
あ
る
。

１７
年
度
末
に
は
４０

以
上
６０

以
下

に
な
る
よ
う
努
め
る
。

■
議
員
　
男
女
共
同
参
画
推
進
計
画

の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
等
を
つ
く
り
、

一
層
の
周
知
徹
底
と
企
業
の
取
組
に

当
た
っ
て
は
、
何
ら
か
の
有
利
な
条

件
を
出
し
な
が
ら
、
働
き
か
け
て
い

く
こ
と
を
要
望
す
る
。

■
議
員
　
最
近
、
お
茶
汲
み
を
行
っ

て
い
る
女
性
職
員
を
見
か
け
な
く
な

っ
た
が
、
実
際
は
ど
う
か
。

■
企
画
部
長
　
市
長
、
助
役
も
自
ら

お
茶
を
い
れ
て
い
る
状
況
な
の
で
、

女
性
が
固
定
的
に
お
茶
汲
み
を
行
っ

て
い
る
課
は
現
在
な
い
と
認
識
し
て

い
る
。

■
議
員
　
管
理
職
へ
の
女
性
登
用
等

に
対
す
る
市
職
員
の
意
識
と
意
識
改

革
強
化
に
つ
い
て
伺
う
。

■
企
画
部
長
　
順
次
、
研
修
等
を
実

施
し
な
が
ら
、
意
識
改
革
を
深
め
て

い
る
。
こ
の
意
識
改
革
が
出
発
点
で

あ
り
、
最
終
点
で
あ
る
と
認
識
し
て

お
り
、
引
き
続
き
推
進
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

■
総
務
部
長
　
５
名
の
女
性
の
管
理

職
へ
の
登
用
に
は
、
若
干
疑
問
視
す

る
声
も
あ
っ
た
が
、
今
は
感
じ
て
い

■
議
員
　
（1）
計
画
に
盛
ら
れ
た
具
体

的
な
施
策
の
進
ち
ょ
く
度
を
伺
う
。

（2）
事
業
別
の
進
ち
ょ
く
状
況
を
伺

う
。
①
学
校
で
使
用
す
る
名
簿
の
男

女
混
合
化
②
計
画
目
標
の
明
確
化
③

施
策
の
評
価
④
各
種
審
議
会
の
男
女

構
成
比
率

■
市
長
　
（1）
４５
の
具
体
的
な
施
策
を

挙
げ
、
市
が
主
体
的
に
実
施
す
る
事

業
は
、
順
次
実
施
し
て
き
た
が
、
雇

用
問
題
な
ど
企
業
と
の
連
携
を
始
め
、

国
や
県
、
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連

携
や
市
民
の
参
加
と
協
力
に
よ
り
推

進
し
て
い
く
必
要
な
施
策
も
あ
り
、

計
画
期
間
内
で
実
行
す
る
た
め
に
、

重
点
的
及
び
優
先
的
に
取
り
組
む
課

題
等
、
実
施
に
当
た
っ
て
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

■
企
画
部
長
　
（2）
①
市
立
の
全
小
中

学
校
、
保
育
園
で
実
施
済
②
現
在
、

男
女
共
同
参
画
推
進
審
議
会
で
各
施

策
の
優
先
順
位
を
検
討
中
③
各
施
策

の
計
画
目
標
と
実
際
の
実
施
状
況
に

な
い
。
現
在
策
定
し
て
い
る
男
女
共

同
参
画
推
進
計
画
は
、
円
滑
か
つ
十

分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

意
識
改
革
の
促
進
に
つ
な
が
る
体
制

を
早
い
時
期
に
決
定
し
、
推
進
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員
　
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し

て
、
市
長
の
生
活
意
識
の
中
で
変
化

は
な
か
っ
た
か
。

■
市
長
　
従
来
か
ら
、
男
女
が
お
互

い
に
助
け
合
っ
て
、
社
会
の
中
で
役

割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
こ
の
計
画
が
あ
る
か
ら
意
識

が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

■
議
員
　
市
の
登
録
で
は
、
一
般
土

木
入
札
参
加
資
格
登
録
業
者
は
全
体

で
１
０
８
社
で
あ
り
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の

ラ
ン
ク
付
け
で
Ａ
級
の
格
付
け
業
者

は
34
社
に
な
っ
て
い
る
。
市
の
Ａ
級

業
者
の
う
ち
、
県
の
Ａ
級
業
者
に
登

録
さ
れ
て
い
る
業
者
は
何
社
か
。
Ｂ

級
は
何
社
か
。

■
市
長
　
本
市
の
業
者
登
録
で
一
般

土
木
の
Ａ
級
に
登
録
し
て
い
る
３４
社

の
う
ち
、
鳥
取
県
の
Ａ
級
に
な
っ
て

い
る
も
の
は
１７
社
で
、
残
る
１７
社
は

Ｂ
級
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
本

市
の
Ｂ
級
業
者
２０
社
の
県
で
の
登
録

は
、
Ｂ
級
が
５
社
、
Ｃ
級
が
１５
社
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
①
県
と
市

で
は
格
付
け
の
主
観
点
数
、
客
観
点

数
の
配
分
が
異
な
る
こ
と
②
県
で
は

各
ラ
ン
ク
の
定
数
制
度
が
採
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
③
主
観
点
数
の
中
心
で

あ
る
工
事
成
績
を
県
・
市
そ
れ
ぞ
れ

で
採
点
し
て
い
る
こ
と
―
に
よ
る
。

■
議
員
　
県
の
格
付
け
を
そ
の
ま
ま

使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

■
建
設
部
長
　
技
術
力
・
資
金
力
を

審
査
し
て
格
付
け
し
て
い
る
点
か
ら

言
え
ば
、
発
注
金
額
の
区
分
も
県
に

合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
県
の

基
準
を
当
て
は
め
た
場
合
、
か
え
っ

て
Ａ
級
業
者
へ
の
発
注
が
減
少
す
る

こ
と
と
な
る
。
発
注
金
額
の
基
準
が

違
う
た
め
、
格
付
け
の
基
準
も
異
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

■
議
員
　
合
併
に
伴
い
、
す
べ
て
の

条
例
は
失
効
す
る
が
、
市
民
の
生
活

と
財
産
を
守
り
、
民
生
安
定
を
図
る

点
か
ら
、「
示
威
行
進
及
び
集
団
示
威

運
動
に
関
す
る
条
例
」
は
暫
定
施
行

に
よ
り
残
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か

が
か
。

平成17年5月1日 （18）

門
脇

か
ど
わ
き

邦
子

く
に
こ

議
員
（
協
働
ク
ラ
ブ
）

「
男
女
共
同
参
画
推
進
計
画
」

の
進
ち
ょ
く
度
に
つ
い
て

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

男
女
共
同
参
画
に
お
け
る
市
役

所
全
体
の
意
識
改
革
に
つ
い
て

合
併
に
伴
う
条
例
の
整
備
に
つ

い
て

松
井

ま
つ
い

義
夫

よ
し
お

議
員
（
し
ん
せ
い
）

平
成
16
年
度
一
般
土
木
入
札
参

加
資
格
登
録
業
者
数
に
つ
い
て

（
県
と
米
子
市
の
格
付
け
の
差
）



■
市
長
　
こ
の
条
例
は
、
米
子
市
が

警
察
事
務
を
所
管
し
て
い
た
昭
和
２４

年
に
制
定
さ
れ
、
所
管
が
県
に
移
っ

た
後
も
廃
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
現

在
に
至
っ
て
お
り
、
こ
の
条
例
に
定

め
る
事
務
は
、
現
在
は
鳥
取
県
警
察

の
機
関
又
は
職
員
が
処
理
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
、
市
の
事
務
で
は
な

い
の
で
、
新
た
に
制
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
暫
定
施
行
か
、

新
市
の
設
置
と
同
時
に
失
効
と
す
る

か
、
い
ず
れ
か
の
措
置
と
な
る
。
県

公
安
委
員
会
及
び
県
警
本
部
長
の
見

解
は
、
①
現
に
、
市
民
生
活
の
安
全

確
保
の
た
め
、
こ
の
条
例
が
有
効
に

機
能
し
て
い
る
②
将
来
的
に
治
安
情

勢
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
予

測
で
き
な
い
状
況
の
下
、
こ
の
条
例

の
必
要
性
は
消
滅
し
て
い
な
い
―
等

の
理
由
に
よ
り
、
今
後
も
必
要
で
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
見
解
は

十
分
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
こ
の
条
例
は
、
形
式

と
し
て
は
市
の
条
例
な
の
で
、
市
民

生
活
の
安
全
確
保
の
た
め
、
暫
定
施

行
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
完
全
週
休
２
日
制
の
教
育
の
対
応

に
つ
い
て

○
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
つ
い

て

■
議
員
　
大
型
店
を
含
め
、
国
道
４

３
１
号
沿
い
な
ど
郊
外
の
ロ
ー
ド
サ

イ
ド
に
は
県
外
資
本
の
小
売
店
、
飲

食
店
な
ど
が
ど
ん
ど
ん
と
出
店
し
、

地
元
業
者
の
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
県
外
資
本
は
、
利
益
を
地
元

に
還
流
す
る
割
合
が
極
め
て
低
く
、

利
益
が
上
が
ら
な
く
な
れ
ば
従
業
員

を
解
雇
し
、
さ
っ
さ
と
撤
退
し
て
し

ま
う
。
こ
の
よ
う
な
地
域
を
食
い
荒

ら
す
や
り
方
を
自
由
主
義
経
済
だ
か

ら
と
放
置
し
て
い
い
わ
け
が
な
い
。

各
地
の
自
治
体
で
立
地
、
規
模
、
営

業
時
間
等
の
具
体
的
な
基
準
値
を
示

す
な
ど
、
条
例
や
指
針
を
つ
く
っ
て

無
秩
序
な
出
店
を
規
制
し
よ
う
と
い

う
動
き
が
あ
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
県
外
資
本
で
あ
っ
て
も
、

地
域
住
民
の
消
費
活
動
を
支
え
る
役

割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
し
、
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
に
は
県
外

か
ら
だ
け
で
な
く
、
地
元
の
企
業
も

出
店
し
て
い
る
。
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
に

出
店
す
る
企
業
に
対
し
て
、
地
元
企

業
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
県
外
資
本
で

あ
れ
ば
制
限
を
す
る
と
い
っ
た
こ
と

は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
法
的
に

も
で
き
な
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
既
存
の
商
業
者
へ
の
影
響
を

理
由
に
出
店
規
制
を
行
う
こ
と
は
、

大
店
法
の
廃
止
か
ら
大
店
立
地
法
の

制
定
へ
の
規
制
緩
和
が
行
わ
れ
て
き

た
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

■
議
員
　
昭
和
24
年
に
制
定
さ
れ
た

こ
の
条
例
は
、
朝
鮮
戦
争
を
前
に
緊

迫
し
た
情
勢
下
、
民
主
運
動
の
押
さ

え
込
み
を
ね
ら
い
に
つ
く
ら
れ
た
。

屋
外
で
デ
モ
や
集
会
を
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
開
始
72
時
間
前
ま
で
に
公
安

委
員
会
に
届
け
出
を
し
、
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
県
内
他
市

町
村
に
は
な
い
も
の
で
、「
集
会
・
結

社
・
表
現
の
自
由
、
通
信
の
秘
密
」を

定
め
た
憲
法
第
21
条
に
違
反
す
る
も

の
で
あ
る
。
昭
和
29
年
に
警
察
法
が

改
正
さ
れ
、
米
子
市
警
察
が
廃
止
さ

れ
て
以
降
も
、
県
の
規
則
な
ど
で
鳥

取
県
警
が
当
分
の
間
、
事
務
を
引
き

継
ぐ
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
合
併
を

前
に
、
こ
の
条
例
は
廃
止
す
べ
き
と

考
え
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
示
威
行
進
及
び
集
団
示
威

運
動
に
関
す
る
条
例
、い
わ
ゆ
る「
公

安
条
例
」
は
、
過
去
の
最
高
裁
判
例

な
ど
か
ら
、
憲
法
第
２１
条
に
違
反
す

る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、

ま
た
、
①
現
に
、
市
民
生
活
の
安
全

確
保
の
た
め
、
こ
の
条
例
が
有
効
に

機
能
し
て
い
る
②
将
来
的
に
治
安
情

勢
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
予

測
で
き
な
い
状
況
の
下
、
こ
の
条
例

の
必
要
性
は
消
滅
し
て
い
な
い
―
な

ど
の
県
公
安
委
員
会
及
び
県
警
本
部

長
の
見
解
は
、
十
分
に
尊
重
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、

市
民
生
活
の
安
全
確
保
の
た
め
、
暫

定
施
行
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
公
共
施
設
の
ア
ス
ベ
ス
ト
総
点
検

を
■
議
員
　
昨
年
12
月
議
会
で
、
市
長

は
「
関
係
機
関
と
連
携
協
力
し
な
が

ら
、
住
民
の
安
全
・
安
心
の
確
保
の

た
め
、
地
域
に
お
け
る
防
犯
対
策
の

推
進
に
努
め
る
」
と
答
弁
さ
れ
た
が
、

ど
の
よ
う
に
事
件
・
事
故
の
発
生
状

況
を
把
握
し
、
市
民
に
周
知
し
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
安
心
・
安
全
の
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
の
対
応
に
つ
い
て

伺
う
。

■
市
長
　
犯
罪
の
発
生
状
況
や
防
犯

に
関
す
る
各
種
情
報
は
、
米
子
警
察

署
か
ら
の
情
報
提
供
等
を
通
じ
把
握

に
努
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
地
域

や
住
民
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
は
、

地
域
や
学
校
な
ど
の
代
表
者
を
も
っ

て
組
織
さ
れ
た
米
子
市
防
犯
協
議
会

を
通
じ
提
供
し
て
い
る
。
市
や
警
察

が
持
つ
安
全
・
安
心
に
関
す
る
様
々

な
情
報
の
提
供
は
、
住
民
へ
の
注
意

喚
起
や
犯
罪
の
再
発
防
止
に
効
果
的

で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
わ

か
り
や
す
く
迅
速
に
地
域
や
住
民
に

提
供
す
る
よ
う
努
め
た
い
。

■
議
員
　
米
子
警
察
署
管
内
で
発
生

し
た
性
犯
罪
事
件
及
び
不
審
者
の
発

生
件
数
の
う
ち
、
34

が
箕
蚊
屋
中

学
校
区
で
あ
る
が
、
市
と
し
て
緊
急

に
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
市
長
　
地
域
に
根
付
い
た
防
犯
活

動
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

引
き
続
き
、
防
犯
の
観
点
か
ら
の
環

境
整
備
や
住
民
活
動
の
支
援
に
努
め

て
い
き
た
い
。

■
議
員
　
と
か
く
行
政
の
予
算
や
資

料
は
難
し
く
て
、
わ
か
り
に
く
く
、

特
別
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

創刊号（季刊）（19） 平成17年5月1日
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ト

憲
法
第
21
条
違
反
の
「
公
安
条

例
」
は
廃
止
す
べ
き

予
算
査
定
段
階
の
公
開
に
つ
い
て

岡
村

お
か
む
ら

英
治

え
い
じ

議
員
（

）

県
外
資
本
の
横
暴
勝
手
か
ら

地
元
業
者
を
守
る

日
本
共
産
党

米
子
市
議
会

議
　
員
　
団

森も
り

雅
幹

ま
さ
き

議
員
（
協
働
ク
ラ
ブ
）

安
心
・
安
全
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
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る
。
一
人
で
も
多
く
の
市
民
に
市
の

状
況
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
行
政
に

参
画
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
市
民

に
わ
か
り
や
す
い
事
業
別
予
算
案
の

策
定
や
事
業
別
概
要
書
、
予
算
策
定

過
程
の
公
開
が
必
要
と
訴
え
て
き
た

が
、
現
在
の
検
討
状
況
を
伺
う
。

■
市
長
　
開
か
れ
た
市
政
の
運
営
と

市
民
協
働
に
よ
る
施
策
の
進
展
を
目

指
す
た
め
に
は
、
予
算
編
成
過
程
の

公
開
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

関
係
部
署
に
は
、
県
及
び
先
進
市
に

お
け
る
公
開
の
手
法
等
に
つ
い
て
検

討
し
、
新
年
度
か
ら
導
入
す
る
よ
う

指
示
し
た
。
な
お
、
市
民
に
わ
か
り

や
す
い
事
業
別
予
算
案
及
び
事
業
概

要
書
の
公
開
の
方
法
は
、
研
究
を
重

ね
て
み
た
い
と
思
う
。

■
議
員
　
財
政
状
況
が
悪
い
中
、
国

県
補
助
事
業
が
国
県
の
予
算
が
つ
い

た
と
い
う
こ
と
で
、
査
定
段
階
で
特

別
扱
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
危
ぐ
し
て
い
る
が
実
態
は
ど
う
か
。

■
市
長
　
予
算
査
定
に
お
い
て
は
、

確
か
に
財
源
的
な
見
地
か
ら
、
国
県

補
助
金
や
地
方
債
等
の
特
定
財
源
が

活
用
で
き
る
か
ど
う
か
も
査
定
の
要

素
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て

予
算
査
定
が
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
公
共
物
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て

■
議
員
　
こ
の
度
の
「
障
害
者
自
立

支
援
法
」
に
関
連
し
て
以
下
伺
う
。

（1）
精
神
障
が
い
者
の
医
療
費
を
５

５
か
ら
10

に
、
食
費
も
個
人
負
担

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
所
得
の
少

な
い
障
が
い
者
に
は
深
刻
な
問
題
だ

と
思
う
が
い
か
が
か
。

（2）
作
業
所
に
公
共
交
通
機
関
が
な

く
、
自
家
用
車
で
通
所
し
て
い
る
人

に
も
助
成
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（3）
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

は
、
こ
れ
ま
で
「
応
能
負
担
」
で
あ

っ
た
た
め
、
利
用
料
を
支
払
っ
て
い

た
人
は
５
　
だ
っ
た
。
自
立
支
援
法

で
は
一
律
に
１
割
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
で
は
人
間
ら
し
く
生

き
ら
れ
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。

■
市
長
　
（1）
自
立
支
援
医
療
と
し
て

一
本
化
す
る
こ
と
で
制
度
間
の
負
担

の
不
均
衡
を
解
消
し
、
医
療
費
の
多

寡
、
所
得
の
多
寡
に
応
じ
た
負
担
を

お
願
い
す
る
こ
と
で
、
制
度
運
営
の

効
率
性
と
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め

の
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

（2）
自
家
用
車
で
の
通
所
者
に
対
し

て
は
、
自
動
車
税
又
は
軽
自
動
車
税

の
免
除
や
普
通
自
動
車
免
許
取
得
費

用
の
助
成
を
行
っ
て
お
り
、
通
所
費

の
助
成
は
困
難
で
あ
る
。

（3）
サ
ー
ビ
ス
量
に
応
じ
た
一
定
の

負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
障
が

い
者
福
祉
制
度
の
安
定
性
を
確
保
す

る
た
め
に
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

■
議
員
　
米
子
市
立
図
書
館
は
、
図

書
館
を
中
心
と
し
た
学
校
間
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
公
用
車
の
メ
ー
ル
便
を

使
用
し
て
の
図
書
の
貸
借
、
物
流
を

融
合
さ
せ
た
取
組
で
、
全
国
で
も
高

い
評
価
を
得
て
お
り
、
少
な
い
人
数

な
が
ら
よ
く
頑
張
っ
て
い
る
。
合
併

に
当
た
り
、
旧
淀
江
町
に
対
す
る
サ

ー
ビ
ス
も
米
子
市
と
同
様
の
も
の
を

求
め
ら
れ
る
と
思
う
が
、
業
務
内
容

と
人
員
配
置
は
ど
う
さ
れ
る
の
か
。

■
教
育
長
　
市
立
図
書
館
で
は
、
最

小
の
人
員
と
経
費
で
最
大
限
の
サ
ー

ビ
ス
を
ど
の
よ
う
に
提
供
で
き
る
か
、

そ
れ
ぞ
れ
知
恵
を
出
し
合
い
、
創
意

工
夫
を
重
ね
て
き
た
結
果
、
市
の
メ

ー
ル
便
を
利
用
し
た
図
書
館
と
学
校

及
び
学
校
間
の
図
書
の
相
互
貸
借
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携
に
よ
る
子

ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
の
取
組
な

ど
、
先
進
的
な
図
書
館
と
し
て
全
国

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。
議
員
指
摘

の
と
お
り
、
旧
淀
江
町
の
小
中
学
校

と
の
相
互
貸
借
が
始
ま
る
と
、
図
書

館
の
仕
事
量
が
増
加
す
る
こ
と
は
予

想
し
て
い
る
。
ま
た
、
旧
淀
江
町
区

域
内
の
サ
ー
ビ
ス
低
下
に
な
ら
な
い

よ
う
な
移
動
図
書
館
車
の
運
用
も
必

要
で
あ
る
。
図
書
館
の
運
営
の
見
直

し
や
業
務
の
ス
リ
ム
化
も
考
慮
し
、

既
存
サ
ー
ビ
ス
と
の
調
整
を
図
り
つ

つ
、
当
面
は
、
現
体
制
で
可
能
な
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
誰
も
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

○
安
心
で
き
る
介
護
保
険
制
度
に

■
議
員
　
（1）
淀
江
町
と
合
併
す
る
た

め
に
も
、
管
理
一
体
原
則
は
不
可
欠

で
あ
る
。
監
査
で
指
摘
さ
れ
た
事
項

（
発
米
監
第
15
号
、第
23
号
、第
26
号
、

第
54
号
、
第
59
号
、
第
80
号
等
）
に

つ
い
て
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
指
導
、

対
処
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
市
長
は

ど
の
よ
う
に
指
導
さ
れ
た
の
か
。

（2）
時
間
外
勤
務
の
命
令
は
適
正
か

ど
う
か
。

（3）
人
事
異
動
の
基
本
的
な
考
え
方

を
伺
う
。

■
市
長
　
（1）
定
期
監
査
で
指
摘
さ
れ

た
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
誤
り
に

つ
い
て
は
、
時
間
外
勤
務
手
当
を
所

管
す
る
職
員
課
で
直
ち
に
精
算
し
、

指
導
も
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
更

な
る
徹
底
を
図
る
よ
う
指
示
を
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
複

数
の
職
員
で
点
検
す
る
な
ど
、
事
務

処
理
を
厳
正
に
行
う
よ
う
徹
底
を
図

っ
て
い
き
た
い
。

（2）
所
属
長
が
適
正
に
指
示
を
し
て

い
る
と
考
え
る
。

（3）
様
々
な
職
務
分
野
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
視
野

の
拡
大
と
業
務
経
験
に
よ
る
能
力
開

発
を
図
り
な
が
ら
、
職
員
一
人
ひ
と

り
の
適
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
公
平
・

公
正
を
旨
と
し
、
適
材
適
所
の
配
置

に
努
め
て
い
る
。

■
議
員
　
米
子
市
の
26
公
民
館
が
平

成
４
年
10
月
か
ら
新
体
制
で
ス
タ
ー

ト
し
13
年
目
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
、

公
民
館
職
員
に
つ
い
て
以
下
伺
う
。

（1）
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
し
な

平成17年5月1日 （20）
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き
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こ
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員
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）
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者
自
立
支
援
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関
連

し
て
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本
共
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党

米
子
市
議
会

議
　
員
　
団

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

図
書
館
職
員
の
配
置
に
つ
い
て

公
民
館
の
制
度
に
つ
い
て

岡
本

お
か
も
と

武
士

た
け
し

議
員
（
し
ん
せ
い
）

現
米
子
市
の
管
理
一
体
の
原
則

を
図
る
た
め
の
具
体
的
取
組
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い
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
変
更

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
。

（2）
人
事
異
動
の
基
本
的
な
考
え
方

（3）
主
任
主
事
の
登
用
に
つ
い
て

■
教
育
長
　
（1）
公
民
館
活
動
の
活
発

化
と
平
成
１４
年
か
ら
始
ま
っ
た
子
ど

も
週
末
活
動
支
援
事
業
等
に
よ
り
、

職
員
の
業
務
量
が
増
加
し
た
こ
と
も

あ
り
、
平
成
１４
年
７
月
か
ら
支
給
す

る
こ
と
と
し
た
。

（2）
職
員
の
視
野
の
拡
大
と
業
務
経

験
に
よ
る
能
力
開
発
を
図
り
、
職
員

一
人
ひ
と
り
の
個
性
に
配
慮
し
な
が

ら
、
公
民
館
の
間
で
格
差
が
生
じ
な

い
よ
う
な
配
置
に
努
め
て
い
る
。

（3）
同
一
公
民
館
で
経
験
年
数
の
短

い
主
任
主
事
が
経
験
年
数
の
長
い
主

事
に
指
導
し
た
り
、
主
任
主
事
の
方

が
給
与
が
低
く
な
る
と
い
っ
た
こ
と

が
生
じ
て
き
た
た
め
、
平
成
９
年
か

ら
定
期
異
動
に
よ
り
調
整
を
図
り
、

ス
ム
ー
ズ
な
公
民
館
運
営
と
職
員
関

係
を
構
築
す
る
よ
う
努
め
、
平
成
１３

年
４
月
か
ら
主
任
主
事
の
内
部
登
用

制
度
に
変
更
し
た
。
そ
れ
以
降
に
登

用
し
た
人
数
は
１４
人
で
あ
る
。
な
お
、

人
事
異
動
は
地
区
の
事
情
に
配
慮
し

な
が
ら
、
５
年
を
め
ど
に
広
く
人
事

交
流
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

■
議
員
　
若
者
の
就
職
問
題
に
も
関

連
す
る
が
、
米
子
市
の
顔
の
一
つ
に

鳥
取
大
学
医
学
部
生
命
科
学
科
が
あ

る
。
新
た
な
企
業
誘
致
は
困
難
で
あ

る
の
が
現
実
だ
が
、
現
在
あ
る
医
療

施
設
と
連
携
を
図
っ
て
の
誘
致
は
比

較
的
容
易
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

先
端
医
療
の
再
生
医
療
や
医
療
機
器
、

医
薬
品
な
ど
の
研
究
開
発
拠
点
を
産
・

官
・
学
が
連
携
を
図
っ
て
整
備
し
、

成
長
産
業
で
あ
る
医
療
関
連
産
業
の

集
積
を
図
り
、
医
療
産
業
都
市
を
目

指
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
鳥
取
大
学
医
学
部
生
命
科

学
科
に
お
け
る
再
生
医
療
な
ど
の
高

度
な
先
進
技
術
の
研
究
内
容
は
、
①

機
能
を
失
っ
た
抹
消
・
中
枢
神
経
の

機
能
回
復
や
、
再
生
を
目
指
す
基
礎

研
究
②
細
胞
の
老
化
や
疾
病
の
伴
う

遺
伝
子
障
害
や
機
能
回
復
の
研
究
―

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
や
そ

の
実
用
化
に
は
相
当
な
期
間
と
研
究

費
が
必
要
で
あ
り
、
豊
富
な
資
金
力

と
優
れ
た
研
究
部
門
を
持
つ
大
手
企

業
が
大
学
と
共
同
研
究
と
い
う
形
で

取
り
組
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、

市
内
の
企
業
で
も
新
製
品
の
開
発
の

た
め
に
鳥
取
大
学
と
共
同
研
究
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
今
後
も
そ
の

よ
う
な
動
き
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
鳥
取
県
、
産
業
振
興
機
構
な
ど

の
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
で

き
る
限
り
の
協
力
を
し
て
い
き
た
い
。

■
議
員
　
淀
江
町
と
の
合
併
を
契
機

に
、
財
政
再
建
を
よ
り
確
か
な
も
の

に
す
る
た
め
に
、
今
ま
で
の
考
え
方

を
見
直
し
て
市
有
地
の
有
効
利
用
を

図
る
時
期
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ

を
踏
ま
え
、
次
の
施
設
及
び
土
地
に

つ
い
て
伺
う
。

（1）
米
子
ゴ
ル
フ
場

（2）
公
会
堂

（3）
湊
山
球
場

（4）
崎
津
工
業
団
地

（5）
陽
田
町
市
有
地

■
市
長
　
（1）
経
営
分
析
を
依
頼
し
た

監
査
法
人
か
ら
、
民
間
事
業
者
に
ゴ

ル
フ
場
施
設
を
賃
貸
す
る
方
法
が
最

も
優
れ
て
い
る
と
の
報
告
を
い
た
だ

い
て
い
る
が
、
ゴ
ル
フ
場
を
運
営
し

て
い
る
米
子
市
福
祉
事
業
団
の
理
事

会
の
判
断
を
受
け
、
最
善
の
活
用
方

法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（2）
現
時
点
で
は
利
用
の
拡
大
を
図

り
な
が
ら
、
有
効
利
用
に
努
め
た
い
。

（3）
付
近
一
帯
は
風
致
地
区
に
指
定

さ
れ
て
お
り
、
公
園
施
設
以
外
の
設

置
は
で
き
な
い
。
施
設
の
再
編
で
他

の
公
園
施
設
に
転
用
可
能
で
あ
れ
ば
、

有
効
な
活
用
策
を
考
え
て
み
た
い
。

（4）
売
却
と
借
地
の
両
面
か
ら
、
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
用
地
と
し
て

の
土
地
利
用
の
促
進
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。

（5）
開
発
公
社
と
協
議
の
上
、
諸
条

件
を
整
理
し
て
販
売
促
進
に
努
め
て

い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

■
議
員
　
本
市
の
な
か
よ
し
学
級
の

対
象
児
童
は
、
保
護
者
が
昼
間
家
庭

に
い
な
い
小
学
校
１
学
年
か
ら
３
学

年
ま
で
の
在
学
児
童
で
あ
る
。
し
か

し
、
障
が
い
の
あ
る
児
童
は
知
的
の

発
達
が
一
般
に
比
べ
遅
れ
て
お
り
、

健
常
児
と
同
じ
よ
う
に
１
学
年
か
ら

３
学
年
ま
で
と
す
る
利
用
条
件
を
適

用
し
、
４
年
生
か
ら
親
の
い
な
い
家

庭
に
返
し
て
も
自
立
が
促
進
さ
れ
な

い
。
障
が
い
の
あ
る
児
童
の
な
か
よ

し
学
級
利
用
状
況
は
、
平
成
16
年
度

現
在
５
学
級
６
人
で
、
来
年
度
開
設

予
定
を
含
め
た
、
な
か
よ
し
学
級
開

設
校
全
体
で
障
が
い
の
あ
る
児
童
数

は
約
80
人
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
際
、

障
が
い
の
あ
る
児
童
と
い
う
特
殊
事

情
等
を
勘
案
の
上
、
な
か
よ
し
学
級

条
例
を
改
正
し
、
こ
れ
ら
の
児
童
が

卒
業
す
る
ま
で
の
６
年
間
を
安
心
し

て
利
用
で
き
る
よ
う
受
入
れ
条
件
を

改
善
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長
　
平
成
１５
年
９
月
議
会
で
答

弁
し
た
よ
う
に
、
児
童
一
人
ひ
と
り

の
障
が
い
の
種
別
や
程
度
、
人
数
に

よ
っ
て
、
加
配
の
指
導
員
を
配
置
す

る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
本
市
の
方

針
と
し
て
は
、
以
前
か
ら
、
ま
ず
は

な
か
よ
し
学
級
開
設
の
拡
大
を
図
っ

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、
今

の
と
こ
ろ
は
、
条
例
改
正
に
つ
い
て

は
、
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員
　
昨
年
11
月
に
オ
ー
プ
ン
し

た
「
素
鳳
ふ
る
さ
と
館
」
は
、
オ
ー

プ
ン
か
ら
３
月
２
日
ま
で
の
入
館
者

数
が
１
７
６
９
人
と
聞
い
て
い
る
。

継
続
し
て
こ
そ
評
価
も
高
ま
る
わ
け

で
あ
り
、
文
化
が
漂
う
施
設
と
し
て
、

更
に
は
皆
生
で
一
時
を
過
ご
す
施
設

（21） 平成17年5月1日

市
所
有
関
連
土
地
の
有
効
利
用

に
つ
い
て

観
光
振
興
策
に
つ
い
て

矢
倉

や
く
ら

強
つ
よ
し

議
員
（
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
）

鳥
取
大
学
医
学
部
生
命
科
学
科
を

活
用
し
た
産
業
振
興
に
つ
い
て

安
木

や
す
ぎ

達
哉

た
つ
や

議
員
（

）

な
か
よ
し
学
級
に
つ
い
て

公
明
党

議
員
団
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と
し
て
も
今
後
も
重
要
な
位
置
付
け

に
な
る
と
思
う
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

（1）
継
続
を
し
て
い
く
上
で
の
施
設

の
分
析
及
び
今
後
の
対
応

（2）
ひ
な
人
形
や
調
度
品
の
入
替
え

を
２
か
月
に
１
回
と
し
、
経
済
的
負

担
を
軽
減
で
き
な
い
か
。

（3）
人
形
制
作
講
習
会
な
ど
の
文
化

的
事
業
の
展
開
は
で
き
な
い
か
。

（4）
展
示
品
の
歴
史
的
価
値
な
ど
が

わ
か
る
資
料
の
提
供
は
で
き
な
い
か
。

■
市
長
　
（1）
皆
生
温
泉
に
文
化
の
香

り
の
す
る
継
続
的
な
催
し
が
で
き
た

こ
と
は
、
観
光
振
興
の
面
か
ら
、
大

変
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
、

関
係
者
の
努
力
の
賜
物
と
思
っ
て
い

る
。
入
場
者
数
も
月
平
均
で
４
０
０

人
以
上
と
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
い

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
継
続
す
る
上

で
、
こ
れ
を
第
一
歩
と
し
て
、
皆
生

温
泉
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
取
組
が

次
々
と
進
展
し
て
お
り
、
協
力
で
き

る
部
分
は
積
極
的
に
協
力
し
た
い
。

■
教
育
長
　
（2）
展
示
の
環
境
条
件
に

規
制
を
加
え
る
こ
と
で
可
能
で
あ
る
。

（3）
で
き
る
範
囲
で
協
力
し
た
い
。

（4）
解
説
書
等
を
提
供
し
た
い
。

■
議
員
　
ど
の
施
設
を
指
定
管
理
者

に
管
理
さ
せ
る
こ
と
が
適
切
な
の
か
、

各
施
設
を
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
内
容
で
、

ど
こ
ま
で
管
理
さ
せ
る
の
か
、
管
理

料
は
ど
れ
く
ら
い
が
適
当
な
の
か
な

ど
、
市
民
・
民
間
参
加
で
議
論
し
、

検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
市
長
　
指
定
管
理
者
制
度
に
係
る

検
討
状
況
を
公
表
し
、
こ
れ
に
対
す

る
市
民
・
民
間
事
業
者
か
ら
の
意
見

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

施
設
に
つ
い
て
、
開
館
時
間
、
閉
館

日
な
ど
の
管
理
の
基
準
の
設
定
、
ま

た
、
指
定
管
理
者
が
行
う
こ
と
が
適

当
と
思
わ
れ
る
業
務
の
内
容
の
精
査

な
ど
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

■
議
員
　
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

に
よ
り
、
外
郭
団
体
が
今
ま
で
ど
お

り
公
共
施
設
の
管
理
委
託
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、

当
然
、
整
理
が
必
要
と
な
る
。
職
員
、

出
資
金
の
扱
い
を
含
め
て
、
外
郭
団

体
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
考
え
か
。

■
市
長
　
外
郭
団
体
が
受
託
で
き
な

い
と
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

外
郭
団
体
の
取
扱
い
に
つ
い
て
具
体

的
に
ど
う
す
る
か
は
検
討
し
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
指
定
管
理
者

制
度
の
状
況
に
よ
り
、
団
体
の
存
在

そ
の
も
の
に
影
響
す
る
場
合
に
は
、

団
体
職
員
の
雇
用
問
題
を
含
め
て
、

例
え
ば
、
あ
っ
旋
、
雇
用
の
受
け
皿

の
確
保
な
ど
の
対
応
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

■
議
員
　
昨
年
末
、
森
山
堤
防
だ
け

を
50

開
削
し
、
大
海
崎
堤
防
は
開

削
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
両
県
知
事

が
合
意
し
た
。
少
な
く
と
も
森
山
、

大
海
崎
の
２
つ
の
堤
防
を
２
０
０
√

開
削
す
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
だ
け

以
前
の
潮
流
を
取
り
戻
し
、
環
境
修

復
を
図
る
よ
う
に
求
め
て
き
た
だ
け

に
、
知
事
合
意
は
と
て
も
納
得
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
合
意
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
両
堤
防
開
削
の
必
要
性
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
な
働

き
か
け
を
し
て
き
た
の
か
。

■
市
長
　
堤
防
開
削
と
い
う
方
向
性

が
示
さ
れ
た
こ
と
は
前
進
と
考
え
る

が
、
中
海
の
水
質
浄
化
及
び
治
水
の

心
配
が
な
く
な
る
こ
と
が
重
要
だ
と

考
え
て
い
る
。
両
県
知
事
合
意
後
、

「
治
水
及
び
水
質
浄
化
の
観
点
か
ら

両
堤
防
の
開
削
は
必
要
と
の
立
場
で

あ
り
、
中
海
に
関
す
る
協
議
会
に
お

い
て
、
十
分
納
得
の
い
く
説
明
が
得

ら
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
」
旨
の
要

望
書
を
鳥
取
県
知
事
に
提
出
す
る
等

し
て
い
る
。

■
議
員
　
こ
の
ま
ま
で
は
、
知
事
合

意
内
容
で
中
海
協
議
会
の
結
論
が
出

さ
れ
る
。
早
急
に
、
両
堤
防
が
開
削

さ
れ
な
い
と
大
橋
川
拡
幅
の
同
意
は

あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
知
事

に
伝
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
市
長
　
機
会
を
見
て
、
県
に
対
し

て
米
子
市
の
立
場
を
伝
え
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
イ
ズ
ミ
米
子
出
店
計
画
に
つ
い
て

■
議
員
　
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
行

政
改
革
項
目
の
目
標
は
８
割
が
達
成
、

財
政
削
減
効
果
額
は
18
億
円
と
あ
る

が
、
電
子
市
役
所
の
実
現
に
向
け
た

新
た
な
投
資
的
経
費
に
幾
ら
か
か
っ

た
か
と
い
う
数
字
は
表
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
こ
の
18
億
円
の
内
訳
は
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
値
上
げ
と

開
発
公
社
に
肩
代
わ
り
さ
せ
た
９
億

円
な
ど
で
あ
る
。
本
市
が
推
進
し
た

４
年
間
の
行
政
改
革
の
手
段
と
結
果

を
見
る
と
、
市
民
と
の
目
線
に
か
い

離
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
外
郭
団

体
の
統
廃
合
や
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

（
業
務
委
託
）
は
未
達
成
で
あ
る
。

市
長
の
推
進
す
る
聖
域
な
き
行
政
改

革
と
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
求
め

て
の
改
革
な
の
か
。

■
市
長
　
行
政
改
革
を
進
め
る
た
め

に
必
要
と
な
る
経
費
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
介
護
保
険
料
の
訪
問
徴
収

の
強
化
な
ど
、
そ
の
効
果
が
削
減
額

と
し
て
算
出
で
き
る
項
目
は
、
そ
れ

に
伴
う
必
要
経
費
を
相
殺
し
た
も
の

で
計
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
電
子
市

役
所
の
実
現
の
よ
う
な
時
代
の
ニ
ー

ズ
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
な
ど
、

も
と
も
と
財
政
効
果
を
期
待
し
な
い

も
の
や
、
効
果
が
削
減
額
と
し
て
算

出
し
難
い
項
目
は
、
た
と
え
必
要
経

費
が
生
じ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
効
果

額
と
の
均
衡
を
図
る
意
味
か
ら
計
上

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
に
係
る
手
数
料
の
見
直
し
や

遊
休
財
産
の
処
分
は
、
現
行
の
行
政

改
革
重
点
推
進
方
針
に
も
掲
げ
て
お

り
、
財
政
効
果
額
と
し
て
計
上
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
市
の
行
政
改
革
と

し
て
は
、
地
方
分
権
時
代
の
中
で
、

個
性
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
自
立
的
に

推
進
し
て
い
く
た
め
に
望
ま
し
い
行

平成17年5月1日 （22）

中
川

な
か
が
わ

健
作

け
ん
さ
く

議
員
（
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
）

指
定
管
理
者
制
度
に
お
け
る
指

定
手
続
の
公
平
性
、
透
明
性
の

確
保
に
つ
い
て

中
海
問
題
に
お
け
る
両
県
知
事

合
意
に
つ
い
て

メ
ー

ト
ル

メ
ー

ト
ル

遠
藤

え
ん
ど
う

通
と
お
る

議
員
（
一
院
ク
ラ
ブ
）

市
の
行
政
改
革
推
進
の
成
果
に

つ
い
て



創刊号（季刊）

政
シ
ス
テ
ム
像
を
描
き
、
そ
の
実
現

に
向
け
て
①
選
択
型
行
政
へ
の
転
換

②
市
民
と
の
行
政
情
報
の
共
有
化
③

財
政
の
健
全
化
―
の
３
つ
の
緊
急
的

課
題
を
掲
げ
、
市
民
の
視
点
に
立
っ

た
取
組
に
努
め
た
。
外
郭
団
体
の
統

廃
合
や
民
間
委
託
の
推
進
な
ど
、
諸

事
情
に
よ
っ
て
実
施
で
き
な
か
っ
た

も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
、

引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

■
議
員
　
行
政
改
革
で
①
外
郭
団
体

の
統
廃
合
②
民
間
委
託
の
推
進
―
が

先
送
り
さ
れ
た
理
由
を
伺
う
。

■
市
長
　
①
指
定
管
理
者
制
度
の
導

入
に
併
せ
て
②
事
務
量
調
査
等
の
結

果
を
踏
ま
え
て
―
実
施
し
た
方
が
い

い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

■
議
員
　
市
役
所
庁
舎
等
の
借
地
料

を
現
在
の
土
地
価
格
で
算
定
す
る
と

約
５
０
０
０
万
円
も
の
減
額
と
な
る
。

市
長
自
身
も
率
先
し
て
、
地
主
と
交

渉
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
市
長
　
借
地
料
問
題
に
つ
い
て
は
、

私
自
身
も
一
緒
に
な
っ
て
具
体
的
方

策
を
模
索
し
て
い
る
。
一
部
の
地
主

に
対
し
て
は
、
私
も
話
を
し
た
こ
と

が
あ
る
。

米
子
市
議
会
の
本
会
議
と
委
員
会

は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

議
員
の
活
動
や
市
政
の
方
針
な
ど

を
実
際
に
見
聞
き
さ
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
個
人
で
も
団
体

で
も
自
由
に
傍
聴
で
き
ま
す
。

傍
聴
席
は
、
本
会
議
が
６０
席
（
車

い
す
専
用
の
傍
聴
席
も
あ
り
ま
す
。）、

委
員
会
が
１０
席
あ
り
ま
す
。

な
お
、
傍
聴
に
当
た
っ
て
は
、
議

会
事
務
局
で
の
簡
単
な
手
続
が
必
要

で
す
が
、
希
望
者
が
多
い
場
合
は
制

限
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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議
会
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

米
子
市
議
会
に
対
す
る
ご
意
見
等
あ

り
ま
し
た
ら
、
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ

ー
ル
で
も
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

電
　
話
　
３２
―

０
３
０
２

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
３５
―

６
４
６
４

メ
ー
ル
　gikai@

yonago-city.jp

中
　
川
　
健
　
作

佐
々
木
　
康
　
子

伊
　
藤
　
ひ
ろ
え

岩
　
　
　
康
　
朗

尾
　
崎
　
太
光
子

原
　
　
　
紀
　
子

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

第448回3月定例会提出議案等審議結果一覧表

議案第４号

議案第５号
議案第６号
議案第７号
議案第８号
議案第９号
議案第１０号

鳥取県西部広域行政管理組合を組織する地方公共団体の数を減少し、及び同組合規
約を変更する協議について
専決処分について（平成１６年度米子市水道事業会計補正予算）（補正第２回）
米子市公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例の制定について
米子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について
米子市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について
米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
米子市なかよし学級条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

議案第３号 鳥取県西部広域行政管理組合を組織する地方公共団体の数を減少し、及び同組合規
約を変更する協議について 原案可決 全会一致

議案第２号 功労者の表彰について 原案同意 全会一致

原案可決 全会一致

原案承認 全会一致
賛成多数
全会一致
全会一致
全会一致
全会一致

議案第１１号 米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１２号 米子市特別医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１３号 米子市元町パティオ条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１４号 米子市観光センター条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１５号 米子水鳥公園ネイチャーセンター条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１６号 米子市土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１７号 米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１８号 米子市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第１９号 米子市・淀江町合併協議会を廃止する協議について 原案可決 全会一致
議案第２０号 米子市日吉津村中学校組合規約を変更する協議について 原案可決 全会一致
議案第２１号 土地改良事業の事務の委託に関する規約の一部を改正する規約を定める協議について 原案可決 全会一致

議案第２２号 農業農村整備事業の事務の委託に関する規約の一部を改正する規約を定める協議に
ついて 原案可決 全会一致

議案第２３号 市道の路線の変更について（皆生北９号線） 原案可決 全会一致
議案第２４号 市道の路線の認定について（新開西１３号線ほか１８路線） 原案可決 全会一致
議案第２５号 市道の路線の廃止について（車尾６号線） 原案可決 全会一致

議案第２６号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について（準用河川水貫川貯水槽築
造工事） 原案可決 全会一致

議案第２７号 損害賠償の額の決定について 原案可決 全会一致

番　号 件　　　　名 結　果
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第448回3月定例会提出議案等審議結果一覧表（2）

議案第２９号
議案第３０号
議案第３１号
議案第３２号
議案第３３号
議案第３４号
議案第３５号

平成１６年度米子市下水道事業特別会計補正予算（補正第４回）
平成１６年度米子市水道事業会計補正予算（補正第３回）
市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議会の議員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
発達障害児・発達障害者に対する支援促進を求める意見書の提出について
人権侵害救済法の早期制定を求める意見書の提出について
示威行進及び集団示威運動に関する条例を廃止する条例の制定について

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

議案第２８号 平成１６年度米子市一般会計補正予算（補正第９回） 原案可決 賛成多数

議案第２８号
修　正　案 平成１６年度米子市一般会計補正予算（補正第９回） 原案否決 賛成少数

原案可決 全会一致
原案可決 全会一致

全会一致
全会一致
全会一致
賛成多数
賛成少数

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 原案同意 全会一致
報告第１号 議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について） 報　　告 －
報告第２号 議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について） 報　　告 －
報告第３号 議会の委任による専決処分について（和解について） 報　　告 －
報告第４号 議会の委任による専決処分について（和解について） 報　　告 －

番　号 件　　　　名 結　果

第448回3月定例会受理陳情審議結果一覧表

陳情第８７号
陳情第８８号
陳情第８９号

学芸員設置等について
「農業を守って、食料自給率を向上させる」ための意見書提出について
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出について 採　　択

陳情第８６号 「ＪＲ不採用問題の解決に向けた協議の開始を求める意見書」の提出について 不 採 択 賛成多数
陳情第８５号 「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意見書の提出について 不 採 択 賛成多数

採　　択 賛成多数
不 採 択 賛成多数

賛成多数

番　号 件　　　　名 結　果

継続審査となっていた陳情の審議結果一覧表

陳情第５５号
陳情第５７号
陳情第５９号
陳情第６２号

イズミ進出反対について
大手スーパー「イズミ」の米子進出反対について
スーパー「イズミ」米子出店反対について
イズミゆめタウン出店について 継続審査

陳情第５４号 温暖化対策税創設に関する意見書の提出について 継続審査 －
陳情第５２号 米飯学校給食回数の増加について 継続審査 －

継続審査 －
継続審査
継続審査

－
－
－

陳情第６３号 「イズミ」の米子進出反対について 継続審査 －
陳情第６４号 米子駅前「東横イン米子ビル建築計画」の中止指導について 継続審査 －

陳情第７３号 株式会社イズミが計画する大規模ショッピングセンターゆめタウン米子の出店反対
について 継続審査 －

陳情第７４号 株式会社イズミが計画する大規模ショッピングセンター「ゆめタウン米子」の出店
反対について 継続審査 －

陳情第７７号 米子市上福原地区大規模開発について 継続審査 －
陳情第７８号 スーパー「イズミ」米子進出賛同について 継続審査 －
陳情第７９号 スーパー「イズミ」米子進出賛同について 継続審査 －
陳情第８０号 イズミ進出反対について 継続審査 －

番　号 件　　　　名 結　果

古紙配合率100％ 
再生紙を使用しています。 

印刷／（有）米子プリント社


